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1.1 本資料の説明内容①
オークション全体スケジュールに対する本業務マニュアルの位置づけ

◼ 「長期脱炭素電源オークション（以下「本オークション」）の全体スケジュールは以下のとおりです。

◼ 本オークション業務に係る⼿続き等について、容量市場業務マニュアル 長期脱炭素電源オークション 参加登録・応
札・容量確保契約書の締結 編（以下「本業務マニュアル」）で説明しています。

【本オークションスケジュール】

主な
⼿続き

・・・
対象実需給年度

2年度前
対象実需給年度

1年度前 ・・・対象実需給年度(1年度)
オークション実施年度

制度適用期間

容量拠出金対応

実需給期間中 リクワイアメント対応

ペナルティ・容量確保契約金額対応
実需給期間前から発生するペナルティへの対応

供給力維持、発電余力の卸電力取引所等への入札、
電気の供給指示への対応、混焼率、設備利用率、CO2貯蔵率

容量確保契約金額対応

容量拠出金対応

電源等差替・市場退出・契約の変更・登録情報の変更業務

容量確保契約(変更・解約・解除)
市場退出
電源等差替

登録情報の変更

実需給期間前から発生するリクワイアメント対応

供給力提供開始時期・期限の遵守※一部業務は2026年度以降に開始

余力活用契約の締結

容量停止計画の調整

脱炭素化ロードマップの遵守

実需給期間中に発生するペナルティへの対応

オークション業務

事業者情報の
登録

電源等情報の
登録

期待容量の
登録

応札

容量確保契約書
の締結

本業務マニュアルの
対象
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◼ 本資料では、本業務マニュアルにおける事業者情報登録から容量確保契約書の締結までの業務⼿順、及び
特にご留意いただきたいポイント等についてご説明します。

1.1 本資料の説明内容②
本資料における本オークション業務の説明範囲

本資料の章構成本業務マニュアルの章構成

第1章 はじめに
1.1 本業務マニュアルの構成
1.2 長期脱炭素電源オークションへの登録が可能な電源等
1.3 容量市場システムの利用に向けた事前⼿続き

第2章 事業者情報
2.1 事業者情報の登録⼿続き
2.2 事業者情報の変更⼿続き
2.3 事業者情報の取消⼿続き

第3章 電源等情報
3.1 電源等情報の登録⼿続き
3.2 電源等情報の変更⼿続き
3.3 電源等情報の取消⼿続き

第4章 期待容量
4.1 期待容量の登録⼿続き
4.2 期待容量の変更⼿続き

第5章 応札
5.1 応札準備
5.2 電源ごとの応札

第6章 容量確保契約
6.1 容量確保契約書の締結

Appendix

第1章 はじめに
1.1 本資料の説明内容
1.2 容量市場システムの利用について

第2章 参加登録
2.1 事業者情報の登録
2.2 電源等情報の登録
2.3 期待容量の登録

第3章 応札
3.1 応札の⼿続
3.2 応札の⼿順
3.3 期待容量等算定諸元一覧等の登録
3.4 応札における留意点

第4章 容量確保契約書の締結
4.1 容量確保契約書の締結に係る⼿続
4.2 容量確保契約書の記載内容の確認
4.3 容量確保契約書の記名・押印・返送

第5章 補足情報
5.1 本オークションに関するお問合せ連絡先
5.2 規定様式のない証憑のサンプル
5.3 FAQ

※事業者情報、電源等情報、期待容量の変更、取消に係る⼿続きは、登録⼿続きと作業が重複すること等を踏まえて本資料での説明を
割愛します。
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1.1 本資料の説明内容②
（参考）募集要綱、本業務マニュアル及び本資料の関係性

◼ 募集要綱では、募集全般に係る情報を記載している一方、本業務マニュアルでは本オークションへの参加を希望する
事業者が実施する⼿続きのうち、参加登録、応札、落札後に広域機関（以下「本機関」）と締結する容量確保
契約書に係る⼿続き、及び容量市場システムの操作方法等の具体的な内容を記載しています。

◼ 本資料では、本業務マニュアルにおける記載内容から特に重要なポイントに対象を絞り、各業務の⼿順を説明いたし
ます。

記載事項
記載内容

募集要綱 本業務マニュアル 本資料

記載範囲

•参加登録、応札
•容量確保契約書の締結
•落札電源及び約定価格の決定方法
•契約条件

•参加登録、応札
•容量確保契約書の締結

業務フロー 対象外 •事業者・本機関の双方に関する業務フロー

参加登録・応札時
の登録情報

•登録項目の一覧 •登録項目
•登録項目と提出書類の関連性
•具体的な登録方法

•登録項目
•登録項目と提出書類の関連性
•具体的な登録方法の要点

参加登録・応札時
の提出書類

•提出書類の一覧 •提出書類の一覧
•各書類の様式
•具体的な記載方法

•提出書類の一覧
•各書類の様式
•具体的な記載方法の要点

容量確保契約書
等に係る⼿続き

•容量確保契約書を締結する旨 •容量確保契約書の締結、変更、
解約の具体的な⼿続き

•容量確保契約書締結の具体的な
⼿続きの要点
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◼ 前年度からの主な変更点は以下のとおりです。

1.1 本資料の説明内容③

① 容量市場システムの機能追加に伴い、登録手続きの変更に関する説明を削除しています。

➢ 「応札容量及び応札価格の登録⼿順」における応札価格の登録について、「項目の読替えあり」及び「応札価格が10万円の場合、
容量市場システムの都合上0と入力」としていましたが、実際の値で入力可能となったため、説明を削除しています。

② 制度変更・運用変更に伴う、追加登録情報等に関する説明を追加しています。

➢ 「電源等情報の登録」における提出書類一覧について、追加された提出資料に係る説明を追加しています。
※CCS付火力の募集電源への追加や運用変更等に伴い、提出資料の追加提出が必要となります
※「安定電源」 (蓄電池)について、「蓄電池に係る事業計画」の添付資料の追加提出が必要となります

➢ 「電源等情報の登録」における提出書類一覧について、接続検討回答書と蓄電池に係る事業計画における廃棄物処理法上の
広域認定を取得していることが分かる証憑は第3回オークションにおいて本来のルールである参加登録時の提出を求めるため、提出
期限の延長に係る説明を削除しています。

➢ 「電源ごとの応札」における応札に係るスケジュールについて、追加された提出資料に係る説明を追加しています。
※期待容量等算定諸元一覧に併せて、物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法の追加提出が必要となります
※約定結果の公表後、速やかに応札フォーマットの追加提出が必要となります

➢ 「電源ごとの応札」における応札価格の修正及び応札の取下げに係る⼿続き方法について、電力・ガス取引監視等委員会とのやり
取りのほかに、本機関への応札価格の修正又は応札の取下げ連絡は本機関からの依頼に基づき応札事業者が対応するとして、
本機関への連絡方法を明確化した運用に変更となっています。
※応札価格の修正を行う場合、本機関からの応札価格の修正依頼に基づいた対応が必要となります
※応札の取下げを行う場合、本機関からの応札の取下げ依頼に基づいた対応が必要となります
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1.1 本資料の説明内容④
（参考）容量市場関連文書と公表状況

◼ 容量市場では、関連する各種の文書類を公表・提供を行っている。2025年度長期脱炭素電源オークションに向け
て募集要綱と容量確保契約約款、各種業務マニュアルを公表する。

※1 初回策定や大きな変更時は意見募集を実施 ※2 対象実需給年度に依らず共通

関連文書 概要 公表状況

容量市場
募集要綱

※1

容量市場
業務

マニュアル
※1

容量確保
契約書
※1※2

公表済

2024～29年度向け
公表済

• メインオークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等を規定

• メインオークション及び追加オークションにおける容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金
額その他の契約条件を規定

• 算定諸元（容量停止計画、発電計画・発電上限等）の登録・アセスメント結果の確認⼿続き等に
ついて記載

• 余力活用契約・給電申合書等の締結、電源等情報の追加登録等について記載

• 電源等差替の⼿順、提出書類等について記載

• 電源等リストの登録・実効性テストの⼿順、提出書類等について記載

• 容量停止計画の提出・作業調整⼿順等について記載

• 参加登録申請の⼿順、提出書類等について記載
• メインオークションの応札情報の登録から、容量確保契約書の締結までについて記載

2025年度向け
公表済

2024～29年度向け
公表済

• 追加オークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等を規定
2024～26年度向け

公表済

2025年度応札
公表済

• 長期脱炭素電源オークションへ参加希望する電気供給事業者に対して求める条件や参加方法等を
規定

公表済
• 長期脱炭素電源オークションにおける容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他

の契約条件を規定

2028年度以降公表済

• ペナルティ・容量確保契約金額、支払通知書・請求書の確認⼿続等について記載
2025年度向け

公表済

• 容量拠出金（仮算定含む）、還元額、追加請求額の確認⼿続き等について記載
2025年度向け

公表済

容量確保契約約款

実需給期間中 リクワイアメント対応
(安定電源)(変動電源(単独))

(変動電源(アグリゲート))
(発動指令電源)編

実需給前に実施すべき業務
（全般）編

電源等差替編

実効性テスト編

容量停止計画の調整業務編

参加登録・応札・容量確保
契約書の締結編

容量市場メインオークション
募集要綱

容量市場追加オークション
募集要綱

長期脱炭素電源オークション
募集要綱

長期脱炭素電源オークション
容量確保契約約款

メ
イ
ン
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

実需給期間中 ペナルティ・
容量確保契約金額対応編

容量拠出金対応編

2024～27年度向け
公表済

2024～28年度向け
公表済

2026年度以降公表済
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1.1 本資料の説明内容④
（参考）容量市場関連文書と公表状況

◼ 容量市場では、関連する各種の文書類を公表・提供を行っている。2025年度長期脱炭素電源オークションに向け
て募集要綱と容量確保契約約款、各種業務マニュアルを公表する。

容量市場
業務マニュアル

※1

• 参加登録申請の⼿順、提出書類等について記載
• 追加オークションの応札情報の登録から、容量確保契約書の締結までについて記載

2024～26年度向け
公表済

容量市場
システム

マニュアル※2
• 容量市場システムのログイン方法や入力方法、画面等、操作方法等について記載 公表済

• 長期脱炭素電源オークションの参加登録や応札等について記載

• 長期脱炭素電源オークションのペナルティ・容量確保契約金額対応について記載

2025年度向け公表済

公表済

参加登録・応札・
容量確保契約書の締結編

追
加
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

長
期
脱
炭
素
電
源
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

事業者情報・電源等情報登録
期待容量登録・応札・契約
電源等差替・実効性テスト

・容量停止計画・
アセスメント・ペナルティ・

容量確保契約金額・支払・請求 編

参加登録・応札・
容量確保契約書の締結編

関連文書 概要 公表状況

電源等差替・市場退出・契約の変更
・登録情報の変更業務編

• 長期脱炭素電源オークションの電源等差替・市場退出・契約の変更・登録情報の変更業務につい
て記載

実需給期間前から発生する
リクワイアメント対応編

• 長期脱炭素電源オークションの実需給期間前から発生するリクワイアメント対応について記載
• （別冊）容量停止計画の調整業務では、容量停止計画の提出・作業調整⼿順等について記載

ペナルティ・
容量確保契約金額対応編

実需給期間中
リクワイアメント対応編

• 長期脱炭素電源オークションの実需給期間中のリクワイアメント対応について記載

容量拠出金対応編 • 長期脱炭素電源オークションの容量拠出金対応について記載

意見募集実施予定

※1 初回策定や大きな変更時は意見募集を実施 ※2 対象実需給年度に依らず共通



10
1.1 本資料の説明内容⑤
（参考）参加登録・応札関係スケジュール

◼ 本オークションにご参加いただく事業者の皆様は、2025年10月から事業者情報の登録を開始し、2026年1月に応
札いただく予定です。

オークション

参加登録

2025年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月

2026
年度

※ 各情報の登録受付後に審査を行い、上記審査期間内に容量市場システムを通じて審査結果をお知らせする
※ 応札の受付期間終了後、電力・ガス取引監視等委員会により応札価格の監視が行われる。詳細については長期脱炭素電源オークションガイドライ

ンを参照すること
※ 公表時期はあくまで目安であり、電力・ガス取引監視等委員会の監視状況等に応じて、前後する場合がある
※ 不測の事態が生じた場合は、スケジュールが変更となる可能性がある

登録受付期間

審査期間

登録受付期間

審査期間

登録受付期間

審査期間

応札の受付期間

「応札容量算定に用いた期待容量
等算定諸元一覧」及び「物価・金利
変動等に伴う契約単価の補正方

法」の登録受付期間

約定結果の公表

2025年10月14日～
2025年10月17日

2025年10月14日～
2025年10月22日

2025年10月20日～
2025年10月24日

2025年10月27日～
2025年12月9日

2025年12月10日～
2025年12月16日

2025年12月17日～
2025年12月26日

2026年1月19日～
2026年1月26日

2026年1月27日～
2026年2月3日

応札の受付終了から
3ヶ月後を目途とし、

翌年度に公表

事業者
情報

電源等
情報

期待容量
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入力箇所(電源等情報登録時)

対象電源種 安定電源

本様式の利用方法： 1.本シートのH列に、参加登録する事業者および電源の情報を記入してください。セルの背景グレーとなっているものは入力不要の項目です。また黄色のセルについても、該当する入力対象がない場合は入力不要です。

2.本シートの記入完了後、記入した項目が「事業計画書」・「電源等情報登録様式」、および該当する場合「バイオマス発電設備に係る燃料調達計画」シートの全項目が埋まっていることを確認してください。

留意事項： 1.「事業計画書」、「バイオマス発電設備に係る燃料調達計画」の情報は、その時点での確度の高い情報をもとに作成し、電源等情報の登録受付期間中に提出してください。なお「未定」の部分が多数ある等、事業の実施能力や事業の確実性が認められない場合、応札が認められない場合があります。

参加登録申請者記入箇所

# 入力項目 単位 入力欄

1
事業者に係る情報

参加登録する事業者の単位(単一事業者またはコンソーシアム) -

2 単一事業者の場合 事業者コード -
3 事業者名 -
4 住所 -
5 法人番号 -

6
法人の代表者（役職、氏
名）

-

7 担当者（所属、氏名） -
8 電話番号 -
9 メールアドレス -
10 コンソーシアムの場合 コンソーシアムの名称 -

11
代表企業

事業者コード -

12 事業者名 -
13 住所 -
14 法人番号 -

15
法人の代表者（役職、氏
名）

-

16 担当者（所属、氏名） -
17 電話番号 -
18 メールアドレス -
19 出資比率(予定) %
20 議決権保有割合(予定) %

1.2 容量市場システムの利用について①
本オークションにおける容量市場システム利用の概要

◼ 本オークションの参加登録における電源等情報や期待容量登録の登録業務においては、本機関が指定する様式に
情報を記入の上、容量市場システムにアップロードし、容量市場システム画面上も必要な情報を入力してください。

◼ 容量市場システムから発出される帳票等に一部読替えが必要となるものがあるため、ご留意ください。

容量市場システム利用のイメージ

容量市場システム

事業者情報
登録

期待容量
登録

応札
電源等情報

登録

本機関が
指定する様式

本機関が
指定する様式

様式の一例（電源等情報登録様式(D1)）

容量市場システム画面の一例

容量市場システムの画面では、本資料
記載の情報を入力してください。

本機関が指定する様式に本オーク
ションに必要な情報を記入の上、
容量市場システムにアップロードし
てください。

容量市場システムの画面に表示され
る項目や発行される帳票の一部に、
内容の読替えが必要となる箇所があ
るため、ご留意ください。
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本業務マニュアル

・具体的な⼿続きや主要な容量市場システム操作方法等、参加登録を円滑に行ってい
ただくために必要な情報を記載しています。

※事前手続き（事業者コード、クライアント証明書の取得）については、下記HPを参照ください。
【容量市場システムの利用にあたっての事前のお⼿続きについて】

https://www.occto.or.jp/market-board/market/youryou-system/youryou_jizentetsuzuki.html

容量市場
システム
マニュアル

・容量市場システムのログイン方法や入力方法、操作方法について、補助的な機能も含
め詳細に記載しています。
【容量市場システムに関する利用規約・システムマニュアル】
https://www.occto.or.jp/market-board/market/youryou-system/200212_youryousystem_kiyaku_manual.html

※容量市場システムの稼働時間は 平日9:00～18:00 となります。
（稼働時間を変更する場合には別途お知らせいたします）
※容量市場システムのお知らせ一覧にも、各種情報が掲載されますので、ご利用ください。
※容量市場システムでメンテナンス画面が表示される場合の対処方法については、次ページを参照ください。

1.2 容量市場システムの利用について②
容量市場システムマニュアルの案内

◼ 本業務マニュアルでは、容量市場システムの基本操作も合わせて記載しておりますが、操作の詳細については容量市
場システムマニュアルをご参照ください。

https://www.occto.or.jp/market-board/market/youryou-system/youryou_jizentetsuzuki.html
https://www.occto.or.jp/market-board/market/youryou-system/200212_youryousystem_kiyaku_manual.html
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1.2 容量市場システムの利用について③
（参考）容量市場システムでメンテナンス画面が表示される場合

◼ 容量市場システムの稼働時間帯は平日9:00～18:00（メンテナンスを実施していない場合）となります。

◼ 以下の場合にメンテナンス画面が表示されます。

✓ 稼働時間帯（平日9:00～18:00）以外の場合

✓ システムメンテナンスを実施中の場合 ※システムメンテナンスを実施する場合は、原則事前にアナウンスいたします。

◼ 上記以外の場合にメンテナンス画面が表示された際は、以下の方法を実施してから再度アクセスしてください。

✓ ブラウザの更新ボタンの押下、又はF5キーの押下

✓ キャッシュのクリア

✓ ブラウザの再起動

✓ 端末の再起動

◼ 上記を実施してもなおログイン画面が表示されない場合は、お⼿数ですが本機関の容量市場問合せ窓口までご連
絡ください。

システムの稼働時間帯で、システムメンテナンスが実施されていない
場合に、「メンテナンス画面」が表示された際は、お⼿数ですが以下
の操作を実施した後に、再度、アクセスできるかをお試しください。
✓ ブラウザの更新ボタンの押下、又はF5キーの押下
✓ キャッシュのクリア
✓ ブラウザの再起動
✓ 端末の再起動
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第1章 はじめに
1.1 本業務マニュアルの構成
1.2 長期脱炭素電源オークションへの登録が可能な電源等
1.3 容量市場システムの利用に向けた事前⼿続き

第2章 事業者情報
2.1 事業者情報の登録⼿続き
2.2 事業者情報の変更⼿続き
2.3 事業者情報の取消⼿続き

第3章 電源等情報
3.1 電源等情報の登録⼿続き
3.2 電源等情報の変更⼿続き
3.3 電源等情報の取消⼿続き

第4章 期待容量
4.1 期待容量の登録⼿続き
4.2 期待容量の変更⼿続き

第5章 応札
5.1 応札準備
5.2 電源ごとの応札

第6章 容量確保契約
6.1 容量確保契約書の締結

Appendix

本業務マニュアル

2.1 事業者情報の登録①
事業者情報登録業務の流れ

◼ 本節では、事業者情報の登録業務について、容量市場システム画面と合わせて説明します。（事業者情報の変
更・取消業務は、登録業務と⼿順が重複することに鑑みて本資料での説明対象からは割愛します）

◼ 過去の容量オークション（メインオークション・追加オークション・長期脱炭素電源オークション）において既に事業者
情報を登録済の事業者は、新たに事業者情報を登録する必要はありません。登録済の事業者情報について内容
確認の上、必要に応じて修正してください。

◼ また、同様の事由で容量市場システムにて既に「容量オークションの参加登録申請に伴う誓約書」を提出している事
業者は、再度提出する必要はありません。

対象業務 「2.1 事業者情報の登録⼿続き」

本資料2.1の
説明対象

本資料では説明割愛
（本業務マニュアルを

参照ください）

事業者

広域
機関

事業者情報の
登録申込

事業者情報の
登録申込の

受領

事業者情報の
登録の審査結果の

確認(不合格)

事業者情報の
登録

事業者情報の
登録申込の

審査

審査
結果

事業者情報の
登録の審査結果の

確認(合格)

END

不合格

合格

START

事業者情報の
登録完了の通知

2.1.1 2.1.3 2.1.2

2.1

システム画面
で申込

メールで受領

業務名 事業者情報の登録手続き

メールで
受領

※「仮申込」のステータスでは本機関側で審査できないため、
必ず「申込完了」のステータスまで進めてください。
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直接入力のほかに、利用申込書のアップロードによる入力も可能で
す。詳細はシステムマニュアルを参照してください。

2.1 事業者情報の登録②
事業者情報の登録⼿順（1/4）

◼ 事業者情報の登録にあたっては、容量市場システムの画面上に直接情報を入力する方法に加えて、利用申込書を
アップロードして登録する方法が存在します。

◼ 利用申込書のアップロードによる登録方法の詳細は、容量市場システムマニュアルを参照してください。

対象業務 「2.1.1 事業者情報の登録申込」

1. 通常は、容量市場システムの画面上に情報を直接入力し、
事業者情報を登録してください。

◼ 留意点
コンソーシアム又はSPCでの事業者情報の登録方法

• 落札後に速やかに国内法人を設立する前提でのコンソーシアムの場合
✓ 事前⼿続きを行った代表事業者の名義で事業者情報を登録してくだ

さい。

• 出資構成（出資者及び出資割合等）が異なる複数のSPCを組成する
予定があり、いずれのSPCにおいても代表企業が同一の場合
✓ 事業者情報登録時はコンソーシアム名称を入力せず代表企業の正

式名称のみ入力し、電源等情報の登録業務にて応札予定の電源ご
とに各コンソーシアム情報を入力してください。

※ 法人の設立後は、速やかに権利義務及び契約上の地位の譲渡の
⼿続きを行ってください。
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2.1 事業者情報の登録②
事業者情報の登録⼿順（2/4）

◼ 事業者情報の登録にあたっては、以下の点にご留意ください。

対象業務 「2.1.1 事業者情報の登録申込」

1.適格請求書発行事業者の登録番号を入力してくだ
さい。（13桁の数字部分のみ入力してください）

2.収入金課税事業者への該当有無を選択してください。
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2.クライアント証明書の有効期限は
「yyyy/mm/dd」の形式で入力し
てください。

3.誓約書のPDFファイルサイズは4MB未満として登録
してください。(既に誓約書を提出している事業者は、
再度提出する必要はありません)

◼ 留意点
✓ アップロードするファイル名に以下の記号は使用でき

ません。また、ファイル名は50文字以内としてください。
! " # $ % & ' ( ) * + , / : ; < = > ? @ 
[ ¥ ] ^ ` { | } ~ 〝 〟

1.クライアント証明書のシリアルNoは英大文字又
は数字のみで入力してください。

◼ 留意点
✓ 発行されるクライアント証明書のシリアルNoに小

文字や空白（スペース）が入っている場合は、
画面入力の際に大文字に変換、空白（スペー
ス）を削除して入力する必要があります。

2.1 事業者情報の登録③
事業者情報の登録⼿順（3/4）

◼ 事業者情報の登録にあたっては、以下の点にご留意ください。

対象業務 「2.1.1 事業者情報の登録申込」
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2.1 事業者情報の登録④
事業者情報の登録⼿順（4/4）

◼ 事業者情報の登録申込においては、「実行」ボタンをクリックすることで申込が完了します。
（「申込完了」の⼿続きは不要です）

1. 「実行」ボタンをクリックして、「完了画面」が表
示されたら、登録申込が完了します。（登録
申込では「申込完了」の⼿続きは不要です）

対象業務 「2.1.1 事業者情報の登録申込」
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2.1 事業者情報の登録⑤
仮パスワードの変更

登録審査が合格になると、登録作業者（管理者）ユーザの
ユーザIDと仮パスワード2件が別々のメールで参加登録申
請者に通知されますので、容量市場システムへログインし、パス
ワードの変更を行ってください。

※仮パスワードの有効期限はログイン情報の通知日の翌々
日まで（通知日を含めて３日間/土日祝日も含みます）と
なりますので注意してください。
なお本機関からは、仮パスワードの変更期間が最低でも1営業
日以上は確保可能な日程でメールを通知します。

対象業務 「2.1.1 事業者情報の登録申込」
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2.2 電源等情報の登録①
電源等情報の登録業務の流れ

◼ 本節では、電源等情報の登録業務について、容量市場システム画面や本機関が指定する様式のイメージ等と合わ
せて説明します。（電源等情報の変更及び取消業務は、登録業務と⼿順が重複することに鑑みて、本資料での説
明対象からは割愛します）

◼ 過去の容量オークションにおいて既に登録済の場合でも、電源等情報は必ず登録が必要です。

対象業務 「 3.1 電源等情報の登録⼿続き」

第1章 はじめに
1.1 本業務マニュアルの構成
1.2 長期脱炭素電源オークションへの登録が可能な電源等
1.3 容量市場システムの利用に向けた事前⼿続き

第2章 事業者情報
2.1 事業者情報の登録⼿続き
2.2 事業者情報の変更⼿続き
2.3 事業者情報の取消⼿続き

第3章 電源等情報
3.1 電源等情報の登録⼿続き
3.2 電源等情報の変更⼿続き
3.3 電源等情報の取消⼿続き

第4章 期待容量
4.1 期待容量の登録⼿続き
4.2 期待容量の変更⼿続き

第5章 応札
5.1 応札準備
5.2 電源ごとの応札

第6章 容量確保契約
6.1 容量確保契約書の締結

Appendix

本業務マニュアル

本資料3.1の
説明対象

本資料では説明割愛
（本業務マニュアルを

参照ください）

事業者

広域
機関

ENDSTART

3.1業務名 電源等情報の登録手続き

電源等情報の
登録申込

電源等情報の
登録申込の

受領

電源等情報の
登録の審査結果
の確認(不合格)

電源等情報の
登録

電源等情報の
登録申込の

審査

電源等情報の
登録の再申込

電源等情報
登録通知書

の受領

不合格

合格 電源等情報
登録通知書

の発行

3.1.1 3.1.3 3.1.4 3.1.2

審査
結果
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2.2 電源等情報の登録②
電源等情報の登録⼿順

◼ 電源等情報登録様式(D1)などに登録した情報をもとに容量市場システム画面上に必要情報を入力してください
（容量市場システム上の処理を進めるための対応となります）。

◼ 本オークションの電源等情報登録では、本機関が指定する電源等情報に係る提出資料（電源等情報登録様式
(D1)、蓄電池に係る事業計画、脱炭素化ロードマップ、証憑）を容量市場システムにアップロードしてください。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」

電源等情報に係る
提出資料

各種提出資料・
証憑

1.電源等情報登録申込画面の入力欄に、
必要情報を入力してください。
（p.35~39参照）

2.電源等情報登録申込画面の提出書類として、
本機関が指定する提出資料一式をアップロード
してください。

電源等情報
登録様式(D1)

蓄電池に係る
事業計画

脱炭素化
ロードマップ
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電源等情報登録様式(2024年度長期脱炭素電源オークション向け)

基本情報 1 容量オークション区分 - 長期脱炭素電源オークション
2 容量を提供する電源等の区分 - 安定電源
3 制度適用開始年度 年度
4 事業者名（コンソーシアムの場合は代表企業の事業者名） -
5 事業者コード -
6 電源等の名称 -
7 電源等識別番号 -
8 受電地点特定番号 -
9 系統コード -
10 エリア名 -

詳細情報 11 号機単位の名称 -
12 号機単位の所有者 -
13 新設・リプレース等/既設火力の改修の区分 - 新設・リプレース等
14 電源種別 - 既設の原子力の安全対策投資
15 混焼率 %
16 設備容量(発電端) kW
17 所内消費に供出する容量 kW
18 自家消費に供出する容量(ベース分) kW
19 設備容量(送電端) kW
20 自家消費に供出する容量(変動分) kW
21 自己託送に供出する容量 kW
22 特定供給に供出する容量 kW
23 特定送配電事業者に供出する容量 kW
24 本オークションの参加要件を満たさない発電容量 kW 1
25 FIT/FIPに供出する容量 kW
26 本オークションに参加可能な設備容量(送電端) kW
27 供給力提供開始時期 YYYYMM
28 調整機能の有無 -
29 発電用の自家用電気工作物(余剰の該当有無) -
30 FIT/FIP認定ID - -
31 特定契約の終了年月 YYYYMM -
32 相対契約上の契約変更締切期間 YYYYMM -
33 発電BGコード(1) - -
34 発電BGコード(2) - -
35 発電BGコード(3) - -
36 発電BGコード(4) - -
37 発電BGコード(5) - -
38 電源の起動時間 分 -
39 環境アセスメント完了年度(見込みを含む) 年度 -
40 同時落札条件の対象有無 - -
41 同時落札条件に係る共用設備(燃料基地)の有無 - -

情報分類 # 項目 単位 「参加登録申請者記入」シートからのデータ連携欄

入力箇所(電源等情報登録時)

対象電源種 安定電源

本様式の利用方法： 1.本シートのH列に、参加登録する事業者および電源の情報を記入してください。セルの背景グレーとなっているものは入力不要の項目です。また黄色のセルについても、該当する入力対象がない場合は入力不要です。

2.本シートの記入完了後、記入した項目が「事業計画書」・「電源等情報登録様式」、および該当する場合「バイオマス発電設備に係る燃料調達計画」シートの全項目が埋まっていることを確認してください。

参加登録申請者記入箇所

# 入力項目 単位 入力欄

1
事業者に係る情報

参加登録する事業者の単位(単一事業者またはコンソーシアム) - コンソーシアムによる参加登録

2 単一事業者の場合 事業者コード -
3 事業者名 -
4 住所 -
5 法人番号 -

6
法人の代表者（役職、氏
名）

-

7 担当者（所属、氏名） -
8 電話番号 -
9 メールアドレス -
10 コンソーシアムの場合 コンソーシアムの名称 -

11
代表企業

事業者コード -

12 事業者名 -
13 住所 -
14 法人番号 -

15
法人の代表者（役職、氏
名）

-

16 担当者（所属、氏名） -
17 電話番号 -
18 メールアドレス -
19 出資比率(予定) %
20 議決権保有割合(予定) %
21 構成員① 事業者名 -
22 住所 -
23 法人番号 -

24
法人の代表者（役職、氏
名）

-

25 担当者（所属、氏名） -
26 電話番号 -
27 メールアドレス -

2.2 電源等情報の登録③
電源等情報登録様式(D1)の記入・提出方法

◼ 電源等情報登録様式(D1)を本機関ホームページからダウンロードしてください。

◼ 電源等情報登録様式(D1)内の「参加登録申請者記入シート」に、事業者・電源に係る情報を記入してください。
なお、その時点での確度の高い情報をもとに作成してください。なお「未定」の部分が多数ある等、事業の実施能力や
事業継続の確実性が認められない場合には、応札が認められない場合があります。

◼ 記入された情報は同ファイルの「電源等情報登録項目」、 「事業計画書」、 「資金調達計画」、 「バイオマス発電設
備に係る燃料調達計画」シートに転記されますので、別途記入は不要です。

◼ それぞれのシートに転記された情報が正しいことを確認し保存の上、指定する証憑類と併せて容量市場システムに
アップロードしてください（証憑はp.25-34を、アップロード方法はp.40を参照）。

自動
転記

2. 転記された情報が正しいことを確認してファイルを
保存の上、容量市場システムにアップロードしてく
ださい。

◼ 留意点
✓ 電源等識別番号は、電源等情報の審査合格後に発

番され、本機関担当者により電源等情報登録様式
(D1)に入力するため、記載不要です。

1. 参加登録申請者記入シートのH列に、参加登録する
事業者や電源の情報を記入してください。

◼ 留意点
✓ 電源等情報の登録時点で確度の高い情報を記載してくださ

い。名称等は仮でも構いません。
✓ コンソーシアムを予定している場合、電源等情報の登録時点

で単独事業者でも、想定している構成員を記載してください。

参加登録申請者記入シート 電源等情報登録項目シート

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」
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*
年　　　月　　　日 *

*
*
*
*

* 総合審査結果 備考

*

1.参加登録申請事業者と発電設備に係る情報 *
事業者情報及び電源等情報として容量市場システム又は電源等情報登録様式に登録した内容を以下に記載すること。

審査結果 備考（不合格理由等）

2.導入予定の蓄電池のメーカー・型番
導入の可能性が最も高い以下の製品に関して、以下の内容を記載し、以下に記載した蓄電システムの見積書（有効期限内のものに限る。セルを製造する国・地域も記載するこ *
と。）を、添付資料１として、提出すること。

型番が存在しない場合は、記載は不要です。 審査結果 備考（不合格理由等）
*

・セル *
*

*
*
*

セルを製造する国・地域※1 -

メーカー名 -
型番 -

種別※2

(リチウムイオン・NAS・レドックス
フロー 等)

-

情報

蓄電池に係る事業計画

※	電源等情報の登録受付期間（2025年10月20日から2025年10月24日）時点での内容（蓄電池については当該時点で導入の可能性が最も高い蓄電池の内容）に関して、記載
　すること。電源等情報登録時に提出した以下の２～９の内容に変更が生じた場合には、落札後に再度本計画を提出し、以下の審査に合格しない限り変更は認められない。ただ
　し、２．のセルを製造する国・地域※1の変更は認められない。
※	以下の事項について、資料を提出できない場合や記載項目やチェックボックスが空欄の場合、または内容が不十分の場合には、応札を認めない。
※	記載項目や添付資料に不備がありその旨が通知された場合は、不合格となった項目のみを修正し、再申込みを行うこと。 合格となった項目の修正は認められない。
※	本計画の内容は電力・ガス取引監視等委員会へ連携し、応札価格の監視時の参考とする場合がある。

添付資料1の準備状況

記載項目

記載項目

参加登録申請者名

電話番号

担当者名

メールアドレス

発電設備の設置場所

-

-

-

-

-

-

電源等の名称

2.2 電源等情報の登録④
蓄電池に係る事業計画の記入・提出方法

◼ 蓄電池に係る事業計画を本機関ホームページからダウンロードしてください。

◼ 「蓄電池に係る事業計画シート」に、提出時点で導入の可能性が最も高い蓄電池についての情報を入力して作成し、
電源等情報の登録受付期間に提出してください。なお、原則として空欄は認めておらず、内容が不十分と判断される
場合や規定された書類を提出できない場合は応札が認められないことがあります。

◼ Excelファイルにて、必要とされる添付資料と併せて、容量市場システムにアップロードしてください（添付資料は
p.29-31を、アップロード方法はp.40を参照）。

蓄電池に係る事業計画シート

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」

1.蓄電池に係る事業計画シートの黄色く塗りつぶされているセル
に提出時点で導入の可能性が最も高い蓄電池について、必要
事項を記入してください。

◼ 留意点
✓ 記載項目（チェックボックス含む）の不備にご注意ください。

2.必要書類がある場合は、書類を用意し
て併せて容量市場システムにアップロード
してください。
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2.2 電源等情報の登録⑤
提出書類一覧（安定電源1/7）

◼ 電源等情報の提出資料は以下のとおりです。

# 提出資料 規定様式の有無 提出対象 備考
1 電源等情報登録様式(D1) 規定様式あり 全電源 -

2 接続検討回答書

規定様式あり※

※属地一般送配電事業者から接
続検討が不要との回答を受領した

場合の証憑のみ様式なし

全電源
注1
接続検討申込者と応札事業者が異なる場合は、
そのことがわかる体制図を提出してください。

3 脱炭素化ロードマップ 規定様式あり

水素・アンモニア専焼火力（グレー水素・アンモニア
に限る）、水素・アンモニア混焼火力、バイオマス(既
設改修に限る)、CCS付火力、LNG専焼火力の電
源

注2

4
余力活用に関する契約を締結したことがわかる
書類（契約書の写し等）

規定様式あり 調整機能「有」の電源
対象実需給年度前年（時期は、別途公表）ま
でに、容量市場システムにて提出してください。

5 調整機能の詳細情報 規定様式あり
落札された

調整機能「有」の電源

注3
調整機能「有」を選択した上で電源が落札された
場合は、調整機能の詳細が判明次第、速やかに
提出してください。

6
敷地条件による設備の設置制約を踏まえた最
大限の回収率としていることを示す説明資料
（発電所の構内の図面等）

規定様式なし CCS付火力 -

注1 電源等情報登録時に「接続検討回答書」をご提出いただけない場合は、本オークション参加資格通知書の発行ができず、応札に参加いただけませんのでご注意ください。なお、接続検討
申込～申込の受付～接続検討回答書の発行までは、接続検討申込から申込の受付までに2ヶ月程度、接続検討申込の受付から接続検討回答書の発行までに3ヶ月程度を要します。
電源等情報登録時に接続検討回答書に係る証憑として受け付ける書類は以下のとおりです。

• 2023年6月21日以降に発行された接続検討回答書（有効期限は問いません）
• 接続契約申込み以降の⼿続きに進んでいる場合は、そのことが分かる書類と接続検討回答書（この場合は接続検討回答書の発行日は問いません。接続検討回答書が存在しない場合は

その旨を本機関に連絡してください。個別事例を踏まえて判断します）
• 属地一般送配電事業者から接続検討が不要との回答を受領した場合は、そのことがわかる書類
注2 資源エネルギー庁において内容を確認します。以下のように、脱炭素化ロードマップについて本制度の対象とすることがふさわしくない場合には、応札が認められない場合があります。
例)
• 2050年までの脱炭素化の道筋が示されていない
• 技術開発動向に比べて脱炭素化の取組みが明らかに遅い
• 将来の脱炭素化の比率が現行の技術水準に比べて一定の技術進展を織り込んでいない
• トランジション期の脱炭素技術と2050年のカーボンニュートラル達成時の脱炭素技術に齟齬がある等
注3 対象実需給年度前年（時期は、別途公表）までに調整機能の詳細を確定し、下記メールアドレスに電子メールにて提出してください。

電力広域的運営推進機関 容量市場 調整力設備量確認問合せ・提出窓口 メールアドレス：youryou_chouseiryoku@occto.or.jp

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」
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2.2 電源等情報の登録⑤
提出書類一覧（安定電源2/7）

◼ 電源等情報の提出資料は以下のとおりです。

# 提出資料 規定様式の有無 提出対象 備考
7 発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 規定様式あり 全電源 注4
8 常時系統エリアを確認できる書類 規定様式なし 系統接続するエリアが複数存在する電源 注4
9 自家消費に供出する容量の証憑

規定様式なし

左記容量に該当がある電源 注4
10 自己託送に供出する容量の証憑

11 特定供給に供出する容量の証憑

左記容量に該当がある電源 注412 特定送配電事業者に供出する容量の証憑

13
発電所から発生する熱を熱供給することにより減少す
る容量

14
再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定
について（通知）

規定様式あり 参加登録時点でFIT/FIP認定を受けている電源 -

15
応札事業者と発電設備の所有者の関係を証する事
業実施体制図

規定様式なし 応札事業者と発電設備の所有者が異なる電源 -

16

環境影響評価方法書に関する⼿続を開始したことを
証する書類
例)
✓ 方法書⼿続を開始した旨が記載された事業者や

関係地方公共団体のウェブサイト画面を印刷した
もの

✓ 方法書⼿続を開始した旨が記載された関係地方
公共団体の公報や広報紙のコピー

規定様式なし 環境アセスメントが必要な電源

方法書そのものでは⼿続を開始した証拠書
類とはみなされません
事業計画書提出時に添付できない場合、約
定結果公表後５ヶ月以内に提出してくださ
い 。

17 補助金の受領及びその額を証する書類 規定様式なし
価格差に着目した支援制度及び拠点整備支援制

度の制度適用を希望する電源
注4

18
応札事業者とCO2輸送貯留事業者間の輸送貯留
に係る契約書又は覚書その他共同でCCSの実施を
検討していることを示す書類

規定様式なし CCS付火力 -

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」

注4 提出が間に合わない場合、制度適用期間前年度1月末までに、容量市場システムにて提出してください。
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2.2 電源等情報の登録⑤
提出書類一覧（安定電源3/7）

◼ 電源等情報の提出資料は以下のとおりです。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」

# 提出資料 規定様式の有無 提出対象 備考

19
応札事業者と輸送貯留に係る契約書又は覚書等を締結し
た事業者の関係を証する事業実施体制図

規定様式なし
応札事業者と輸送貯留に係る
契約書又は覚書等を締結した
事業者が異なる CCS付火力

-

20
金融機関のプロジェクトファイナンスの融資実績を証する書類
（様式自由）

規定様式なし
電源の建設においてプロジェクト
ファイナンスを利用する電源（事
業計画書に該当有無記載）

-

21
金融機関の関心表明書又はコミットメントレター（様式自
由）

規定様式なし
電源の建設においてプロジェクト
ファイナンスを利用する電源（事
業計画書に該当有無記載）

-

22

以下の内容を記載した事業者名義の誓約書（様式自由）
✓ 事業実施を自己資金で行うことへの本誓約に必要な社

内⼿続を経ていること
✓ 外部（親会社等）からの資金調達を一部又は全部の

資金の前提とする場合は、調達方法、調達先との検討
状況、今後必要となる⼿続がわかる書類

規定様式なし

電源の建設においてプロジェク
トファイナンス以外による調達を
利用する電源（事業計画書に

該当有無記載）

-

23 燃料の安定調達を確認できる書類 規定様式なし

国内の森林に係る木質バイオマ
スを使用する電源

燃料調達事業者と発電事業者間の流通に係る二者間
の売買契約書又は覚書等、締結済みのものすべて

24

「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライ
ン」（林野庁）に基づく木質バイオマス証明書類及び事業
者認定取得を確認できる書類の写し（以下「木質バイオマ
ス証明事業者認定関係書類」）

規定様式あり -

25 ライフサイクルGHGを確認できる書類 規定様式なし
ライフサイクルGHGを確認できる基準に基づく認証等及
び、ライフサイクルGHGの算定結果が基準値を下回るこ
とを確認できる書類を認証機関より取得

26 バイオマス燃料の調達及び使用計画書 規定様式あり 都道府県・森林管理局に提出した最新のもの

27 調整完了通知書 規定様式あり 都道府県から交付されたもの

28 燃料の安定調達を確認できる書類 規定様式なし
輸入木質バイオマス燃料を

使用する電源

原産国燃料調達事業者と国内の燃料調達事業者との
売買契約書又は二者間の覚書等
国内の燃料調達事業者（輸入）と発電事業者の流
通に係る事業者間の売買契約書又は二者間の覚書等
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2.2 電源等情報の登録⑤
提出書類一覧（安定電源4/7）

◼ 電源等情報の提出資料は以下のとおりです。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」

# 提出資料 規定様式の有無 提出対象 備考

29
「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイド
ライン」（林野庁）に基づく木質バイオマス証明書類及
び木質バイオマス証明事業者認定関係書類

規定様式あり

輸入木質バイオマス燃料を使用
する電源

-

30
「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のため
のガイドライン」（林野庁）に基づく合法性、持続可能
性に関する書類

規定様式なし

「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のため
のガイドライン」（林野庁）に基づき、以下のいずれかの
方法で証明書を取得
（１）森林認証制度及びＣｏＣ認証制度を活用した
証明方法
（２）森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て
事業者が行う証明方法
（３）個別企業等の独自の取組による証明方法

31 ライフサイクルGHGを確認できる書類 規定様式なし
ライフサイクルGHGを確認できる基準に基づく認証等及
び、ライフサイクルGHGの算定結果が基準値を下回るこ
とを確認できる書類を認証機関より取得

32 燃料の安定調達を確認できる書類 規定様式なし

農産物バイオマス燃料を使用する電
源

原産国燃料調達事業者と国内の燃料調達事業者との
売買契約書又は二者間の覚書等
国内の燃料調達事業者（輸入）と発電事業者の流
通に係る事業者間の売買契約書又は二者間の覚書等

33 持続可能性（合法性）が認証されたことを証する書類 規定様式なし -

34 ライフサイクルGHGを確認できる書類 規定様式あり
ライフサイクルGHGを確認できる基準に基づく認証等及
び、ライフサイクルGHGの算定結果が基準値を下回るこ
とを確認できる書類を認証機関より取得

35
FIT/FIP 制度における「事業計画策定ガイドライン（バ
イオマス発電）」及び事業計画認定申請書の記載要
領（様式第１）で求められる書類

規定様式なし バイオマス電源 本機関から提出依頼があった書類

36 蓄電池に係る事業計画 規定様式あり 蓄電池
登録時点で確度の高い情報を記載してください。原則と
して、空欄は認めておらず、内容が不十分と判断される
場合は応札が認められません。
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2.2 電源等情報の登録⑤
提出書類一覧（安定電源5/7）

◼ 電源等情報の提出資料は以下のとおりです。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」

# 提出資料 規定様式の有無 提出対象 備考

37 添付資料1 規定様式なし 蓄電池
蓄電池に係る事業計画に記載した蓄電システムの見積書
（有効期限内のものに限る。セルを製造する国・地域も記
載すること）

38 添付資料2 規定様式なし
セル種別がリチウムイオンの

蓄電池

導入予定のリチウムイオン蓄電池のセル、モジュール、電池
システムのいずれかについてJIS C 8715-2又はIEC 
62619により第三者認証を取得していることの証明書

39 添付資料3 規定様式なし
セル種別がリチウムイオンの

蓄電池

導入予定のリチウムイオン蓄電池のモジュール、電池システ
ム、蓄電システムのいずれかにおいて、JIS C 8715-2、JIS 
C 4441、IEC62619、又はIEC62933-5-2（ただし、規
格に規定の試験を実施した場合に限る）の類焼試験に適
合していることの第三者機関による証明書、及び証明書に
関わる資料（温度プロファイル、試験時の写真等）

40 添付資料4 規定様式なし

電動車の駆動用に使用された蓄
電池モジュールを２次利用し組

み込まれた蓄電システムを使用す
る蓄電池

電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを２次利
用し組み込まれた蓄電システムの場合は、JETリユース電池
認証等の第三者機関による証明書等

41 添付資料5 規定様式なし セル種別がNASの蓄電池 類焼に関する安全性能に対する第三者評価通知書等

42 添付資料6 規定様式なし

過去に国内外に設置した定置用
大型蓄電システムにおいて「発

煙・発火」に類する事故を起こし
ているメーカーが製造する蓄電シ

ステムを導入予定の蓄電池

導入予定の蓄電システムのモジュールを製造するメーカー
が過去に国内外に設置した定置用大型蓄電システムにお
いて「発煙・発火」に類する事故を起こしている場合は、当
該モジュールメーカーより、過去 10 年間の年間毎の事故
件数と、主要な事故 10 件について事故の原因と対策を
示した資料

43 添付資料7 ① 規定様式なし 蓄電池

導入する蓄電システムが採用するすべての制御システムのセ
キュリティに関する主要な構成製品（BMS, PCS, EMS等
※外部と直接通信を行わない場合でも、外部との間接的
な通信などを通じて、設備全体に 影響を及ぼす可能性の
ある機器を含む）について、「セキュリティ要件適合評価及
びラベリング制度（JC-STAR）」における★１（レベル
１）を取得していることを示す適合ラベル
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2.2 電源等情報の登録⑤
提出書類一覧（安定電源6/7）

◼ 電源等情報の提出資料は以下のとおりです。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」

# 提出資料 規定様式の有無 提出対象 備考

44 添付資料7 ② 規定様式なし

制御システムのうち、IP通信機能
を持たないためにJC-STAR 制
度の取得対象にならない機器を

含む蓄電池

制御システムのうち、IP通信機能を持たないためにJC-
STAR 制度の取得対象にならない機器を含む場合は、IP
とのプロトコル変換を行う機器を組み入れた構成等として
JC-STAR制度のラベルを取得する。また、クラウド上に搭載
されるためにJC-STAR制度の取得対象にならない機器を
含む場合等は、取得対象にならないことの根拠を明示し、
同等のセキュリティ対策を講じていることの説明資料

45 添付資料7 ③ 規定様式なし 蓄電池
導入する機器とJC-STAR★１の取得対象機器と取得内
容との整合、セキュリティ対策を明示したシステム構成図

46 添付資料8 規定様式なし 蓄電池

設置する土地の地権者、立地市町村や近隣（敷地境界
線から100m以内）の住民・事業者に対して行った説明会
等を通して、当該地権者・立地市町村（企業立地を担当
する部署）・住民・事業者に対して立地の是非について相
談し、立地に関して支障が生じていないことについて記載し
た資料（説明会の議事録等を含む）
・既に土地の所有権を保有している等の理由から、地権者
への説明会等が不要となる場合には、保有する土地の権
利書
・外部委託等により説明会等を実施する事業者と応札事
業者が異なる場合は、両者の関係を証する事業実施体制
図

47 添付資料9 規定様式なし 蓄電池

採用予定のセル・モジュール・電池システム・蓄電システムの
いずれかの製造、加工、販売等の事業を行う者が、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。
以下「廃棄物処理法」）上の広域認定において、本事業
で採用する予定のセル・モジュール・電池システム・蓄電シス
テムのいずれかについて認定を取得していることの証憑
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2.2 電源等情報の登録⑤
提出書類一覧（安定電源7/7）

◼ 電源等情報の提出資料は以下のとおりです。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」

# 提出資料 規定様式の有無 提出対象 備考

48 添付資料10 規定様式なし 蓄電池

本制度における応札事業者から蓄電システム（広域認
定を取得している対象がセル・モジュール・電池システム
である場合は、広域認定を取得している対象に限る）に
ついて廃棄処分の依頼が当該メーカーにあった場合には、
それを拒まないことについて誓約する書類（名宛人は応
札事業者とする）

49 添付資料11 規定様式なし 蓄電池
異常が発生した場合に、蓄電システムの早期復旧や原
因解明が可能な体制の内容について記載した資料

50 添付資料12 規定様式なし 蓄電池
蓄電システムに異常が見つかった場合に備えて、代替す
る電池システムの主要部品（蓄電池セル、PCS）を迅
速に供給できる拠点の内容について記載した資料
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2.2 電源等情報の登録⑤
（参考）調整機能の詳細情報

◼ 本年度より落札された調整機能「有」の電源について調整機能の詳細情報の提出を求めます。

◼ 調整機能の詳細情報は電源等情報の登録時点での提出は不要です。落札後、調整機能の詳細が判明次第
速やかに本機関に提出してください。

◼ 提出にあたっては容量市場システムではなく、「本機関 容量市場 調整力設備量確認問合せ・提出窓口(メールアド
レス：youryou_chouseiryoku@occto.or.jp)」へメールにてご対応ください。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」

■ 調整機能の詳細情報

1. 電源等情報登録様式(D1)に記載された内容を転記してください 2. 調整力供出可能容量
(一次～三次②)を記載してください

◼ 留意点
✓ 落札された調整機能「有」の電源に限り提出が必要
✓ 電源等情報の登録時点での提出は不要
✓ 落札後に調整機能の詳細が判明次第速やかに提出
✓ 担当窓口にメールにて提出

2024年度からの変更点

様式７　調整機能の詳細情報

　　　　　提出対象者：長期脱炭素電源オークション落札の調整機能「有」の安定電源を保有する事業者は、調整機能の仕様が確定次第、極力速やかにご提出ください。

⇒記入頂くセルとなります。

（記載要領）

・C～K列は電源等情報登録様式(D1)に記載された内容を入力してください。

・L～P列は、需給調整市場の商品要件をご確認のうえ、一次～三次②の調整力供出可能量（発電設備の設計値）を記載してください。

 なお、仮に供給力提供開始後において、本様式記載値と実際の調整力供出可能量が変更となったとしても本様式を再提出いただく必要はありません。

・需給調整市場の商品要件→ https://www.eprx.or.jp/outline/outline.html

（提出方法）

・以下提出先へ電子メールにてご提出ください。

（提出先・お問合せ先）

youryou_chouseiryoku@occto.or.jp

・提出時のファイル名は、「long_2025_youshiki7_調整機能の詳細情報_事業者コード_事業者名_R0.xlsx」として、事業者コードと事業者名を変更したものを提出してください。

　※ファイル名冒頭の年次は電源等情報で入力した応札年度を記載のこと。提出時のファイル名の例：「long_2025_youshiki7_調整機能の詳細情報_7Y01_広域電力_R0.xlsx」など

電源等識別番号 受電地点特定番号

新設・リプレース

等/既設火力の改修

の区分

事業者名 電源等の名称 エリア名
設備容量（発電端）

[kW]
電源種別の区分 発電方式の区分 一次 二次① 二次② 三次① 三次②

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

調整機能の詳細情報

№

調整力供出可能量[kW]

備考

電源等情報登録様式(D1)　に記載された値
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2.2 電源等情報の登録⑥
提出書類一覧（変動電源1/2）

◼ 電源等情報の提出資料は以下のとおりです。

# 提出資料 規定様式の有無 提出対象 備考
1 電源等情報登録様式(D1) 規定様式あり 全電源 -

2 接続検討回答書 規定様式あり 全電源

注1

接続検討申込者と応札事業者が異なる場合は、そのこ
とがわかる体制図を提出してください。

3 発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 規定様式あり 全電源 注2

4 常時系統エリアを確認できる書類 規定様式あり
系統接続するエリアが複数存在する

電源
注2

5 自家消費に供出する容量の証憑

規定様式なし 左記容量に該当がある電源 注2
6 自己託送に供出する容量の証憑

7 特定供給に供出する容量の証憑

8 特定送配電事業者に供出する容量の証憑

9
再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定につ
いて（通知）

規定様式なし
参加登録時点でFIT/FIP認定を受

けている電源
‐

10
セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-
STAR）における★1（レベル1）を取得していることを
示す適合ラベル

規定様式なし 太陽光・陸上風力・洋上風力 ‐

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」

注1 電源等情報登録時に「接続検討回答書」をご提出いただけない場合は、本オークション参加資格通知書の発行ができず、応札に参加いただけませんのでご注意ください。なお、接
続検討申込～申込の受付～接続検討回答書の発行までは、接続検討申込から申込の受付までに2ヶ月程度、接続検討申込の受付から接続検討回答書の発行までに3ヶ月
程度を要します。電源等情報登録時に接続検討回答書に係る証憑として受け付ける書類は以下のとおりです。

• 2023年6月21日以降に発行された接続検討回答書（有効期限は問いません）
• 接続契約申込み以降の⼿続きに進んでいる場合は、そのことが分かる書類と接続検討回答書（この場合は接続検討回答書の発行日は問いません。接続検討回答書が存在しな

い場合はその旨を本機関に連絡してください。個別事例を踏まえて判断します）
• 属地一般送配電事業者から接続検討が不要との回答を受領した場合は、そのことがわかる書類
注2 提出が間に合わない場合、制度適用期間前年度1月末までに、容量市場システムにて提出してください。



34
2.2 電源等情報の登録⑥
提出書類一覧（変動電源2/2）

◼ 電源等情報の提出資料は以下のとおりです。

# 提出資料 規定様式の有無 提出対象 備考

11
応札事業者と発電設備の所有者の関係を証する事業
実施体制図

規定様式なし
応札事業者と発電設備の所有者が

異なる電源
-

12

環境影響評価方法書に関する⼿続を開始したことを証
する書類
例)
✓ 方法書⼿続を開始した旨が記載された事業者や関

係地方公共団体のウェブサイト画面を印刷したもの
✓ 方法書⼿続を開始した旨が記載された関係地方公

共団体の公報や広報紙のコピー

規定様式なし 環境アセスメントが必要な電源
方法書そのものでは⼿続を開始した証拠書類とはみなさ
れません。事業計画書提出時に添付できない場合、約
定結果公表後５ヶ月以内に提出してください。

13
金融機関のプロジェクトファイナンスの融資実績を証する
書類（様式自由）

規定様式なし 電源の建設においてプロジェクトファイ
ナンスを利用する電源

（事業計画書に該当有無記載）

-

14
金融機関の関心表明書又はコミットメントレター（様式
自由）

規定様式なし
資金調達計画の証左であることを満たす内容であれば
様式は問いません。

15

以下の内容を記載した事業者名義の誓約書（様式
自由）
・事業実施を自己資金で行うことへの本誓約に必要

な社内⼿続を経ていること
・外部（親会社等）からの資金調達を一部又は全

部の資金の前提とする場合は、調達方法、調達先
との検討状況、今後必要となる⼿続がわかる書類

規定様式なし

電源の建設においてプロジェクトファイ
ナンス以外

による調達を利用する電源
（事業計画書に該当有無記載）

-

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」
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2.2 電源等情報の登録⑦
容量市場システム画面への情報登録方法

◼ 電源等情報登録様式(D1)、蓄電池に係る事業計画、証憑書類のアップロードとは別に、容量市場システムの画面
上にも必要情報を入力してください。

◼ 「電源等情報登録申込画面」の基本情報と詳細情報それぞれについて、次頁で説明する情報を入力してください。

「新規追加」ボタンをクリックすること
で、「電源等詳細情報編集画面」
が新しいウィンドウで開きますので、
詳細情報を入力してください。

「電源等情報登録申込画面」にて
基本情報を入力してください。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」

安定電源において、調整機能が「有」の
電源等情報を登録する場合は、「専用
線オンライン／その他」の項目にて、「1:
専用線オンライン」又は「2:その他」を選
択して入力してください。

【項目の読替えあり】・【本機関の指定情報】
実需給年度は、3025年度と入力してください。



36
2.2 電源等情報の登録⑧
容量市場システム画面に登録する情報一覧（1/4）

◼ 電源等情報登録の際、容量市場システムに登録する情報は下記のとおりです。

容量市場システム上の入力項目（基本情報 安定電源・変動電源共通)
No. 項目 項目読替えの

必要性
入力情報の種類 留意点

1 容量を提供する電源等の区分 なし 事業者の実態情報 「安定電源」又は「変動電源(単独)」を選択

2 実需給年度 あり 本機関の指定情報 一律で3025年度を入力
3 事業者コード なし 本機関の指定情報 入力不要（ログインユーザの事業者コードが自動設定されます）

4 電源等の名称 なし 事業者の実態情報 参加登録対象の電源を一意に特定できるような名称を入力

5 受電地点特定番号 なし 事業者の実態情報 既採番の場合は実際の番号を、未採番の場合は一律で
「9999999999999999999999（22桁）」を入力

6 系統コード なし 事業者の実態情報 既採番の場合は実際の番号を、未採番の場合は電源の場合一
律で「YYYYY（5桁）」を入力

7 エリア名 なし 事業者の実態情報 系統コードの上1桁（下記参照）をもとに選択
系統接続するエリアが複数存在する場合は、主として系統接続す
るエリアを選択

参考：系統コードの上1桁
1.北海道 2.東北 3.東京 4.中部 5.北陸 6.関西 7.中国
8.四国 9.九州

8 同時最大受電電力［kW］ あり 事業者の実態情報 提出資料で確認できる電力量[kW]を入力。 そうでない場合は
一律で「100000kW」と入力

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」

※1 「容量を提供する電源等の区分」にて変動電源を選択した場合は表示されません。

No. 項目 項目読替えの
必要性

入力情報の種類 留意点

9 専用線オンライン／その他※1 なし 事業者の実態情報 調整機能が有の電源等詳細情報を登録する場合、専用線オンラ
イン／その他を指定してください。

容量市場システム上の入力項目（基本情報 安定電源のみ)
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2.2 電源等情報の登録⑧
容量市場システム画面に登録する情報一覧（2/4）

容量市場システム上の入力項目（詳細情報 安定電源）
No. 項目 項目読替えの

必要性
入力情報の種類 留意点

1 号機単位の名称 なし 事業者の実態情報 電源等情報登録様式(D1)と同じ情報を入力
2 号機単位の所有者 なし 事業者の実態情報 電源等情報登録様式(D1)と同じ情報を入力
3 系統コード なし 事業者の実態情報 既採番の場合は実際の番号を、未採番の場合は電源の場合一

律で「YYYYY（5桁）」を入力
4 電源種別の区分 あり 本機関の指定情報 一律で「99:その他」を選択
5 発電方式の区分 あり 本機関の指定情報 一律で「999:その他」を選択
6 設備容量［kW］ あり 事業者の実態情報 電源等情報登録様式(D1)の詳細情報「本オークションに参加可

能な設備容量（送電端）」と同一の容量を入力
7 運開年月 あり 事業者の実態情報 電源等情報登録様式(D1)の供給力提供開始時期と同じ情報

を入力
8 調整機能の有無 なし 事業者の実態情報 電源等情報登録様式(D1)と同じ情報を入力

調整機能「有」を選択した場合、余力活用に関する契約を締結し
たことがわかる書類（契約書の写し等）を実需給年度前年（時
期は、別途公表）までに、容量市場システムにて提出してください。
調整機能「有」を選択した上で電源が落札された場合は、調整機
能の詳細が判明次第、速やかに調整機能の詳細情報をメールに
て提出してください。
注1

9 発電用の自家用電気工作物（余剰）の該
当有無

なし 事業者の実態情報 電源等情報登録様式(D1)と同じ情報を入力

10 FIT認定ID なし 事業者の実態情報 電源等情報登録様式(D1)と同じ情報を入力
参加登録の時点でFIT/FIP認定を受けている場合は、再生可能
エネルギー発電設備を用いた発電の認定について（通知）を容
量市場システムにて提出してください。

◼ 安定電源の場合、電源等情報登録の際、容量市場システムに登録する情報は下記のとおりです。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」

注1 対象実需給年度前年（時期は、別途公表）までに調整機能の詳細を確定し、下記メールアドレスに電子メールにて提出してください。
電力広域的運営推進機関 容量市場 調整力設備量確認問合せ・提出窓口 メールアドレス：youryou_chouseiryoku@occto.or.jp
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2.2 電源等情報の登録⑧
容量市場システム画面に登録する情報一覧（3/4）

容量市場システム上の入力項目（詳細情報 安定電源）
No. 項目 項目読替えの

必要性
入力情報の種類 留意点

11 特定契約の終了年月 なし 本機関の指定情報 FIT/FIP 認定IDを入力した場合特定契約の終了年月を西暦で
入力

12 相対契約上の計画変更締切時間 なし 本機関の指定情報 入力不要
13 発電BGコード なし 本機関の指定情報 入力不要
14 需要BGコード・計画提出者コード なし 本機関の指定情報 入力不要
15 電源の起動時間 なし 本機関の指定情報 入力不要

◼ 安定電源の場合、電源等情報登録の際、容量市場システムに登録する情報は下記のとおりです。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」
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2.2 電源等情報の登録⑧
容量市場システム画面に登録する情報一覧（4/4）

容量市場システム上の入力項目（詳細情報 変動電源）
No. 項目 項目読替えの

必要性
入力情報の種類 留意点

1 号機単位の名称 なし 事業者の実態情報 電源等情報登録様式(D1)と同じ情報を入力
2 号機単位の所有者 なし 事業者の実態情報 電源等情報登録様式(D1)と同じ情報を入力
3 系統コード なし 事業者の実態情報 既採番の場合は実際の番号を、未採番の場合は電源の場合一

律で「YYYYY（5桁）」を入力
4 電源種別の区分 あり 本機関の指定情報 一律で「99:その他」 を選択
5 発電方式の区分 あり 本機関の指定情報 一律で「999:その他」を選択
6 設備容量［kW］ あり 事業者の実態情報 電源等情報登録様式(D1)の詳細情報「本オークションに参加可

能な設備容量（送電端）」と同一の容量を入力
7 運開年月 あり 事業者の実態情報 電源等情報登録様式(D1)の供給力提供開始時期と同じ情報

を入力
8 FIT認定ID なし 事業者の実態情報 電源等情報登録様式(D1)と同じ情報を入力

参加登録の時点でFIT/FIP認定を受けている場合は、再生可能
エネルギー発電設備を用いた発電の認定について（通知）を容
量市場システムにて提出してください。

9 特定契約の終了年月 なし 本機関の指定情報 FIT /FIP認定IDを入力した場合特定契約の終了年月を西暦で
入力

10 発電BGコード なし 事業者の実態情報 入力不要

◼ 変動電源の場合、電源等情報登録の際、容量市場システムに登録する情報は下記のとおりです。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」
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• 当画面では5ファイルまでのアップロードしかできないた
め、6ファイル目以降はp.41を参照してアップロードし
てください。

• アップロード可能なファイルサイズの上限は4MBです。

• アップロード可能なファイル拡張子は、「pdf、csv、
xlsx、xls、doc、docx」です。

2.2 電源等情報の登録⑨
本機関が指定する様式のアップロード方法

◼ 電源等情報登録様式(D1)等の様式は、「電源等情報登録申込画面」の「提出書類一覧」にて対象となるファイル
を選択する形でアップロードしてください。

◼ 6ファイル以上のアップロードが必要となる場合は、p.41を参照してください。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」
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1.この段階では仮申込の完了であり、申込は完了してい
ないため、「電源等情報審査画面」より申込を完了し
てください。

2.提出書類が6ファイル以上ある
場合は「提出書類追加」ボタン
からアップロードしてください。

2.2 電源等情報の登録⑩
ファイルの追加アップロード方法

◼ 本機関が指定する様式のアップロード、及び容量市場システムの画面上への情報登録を完了させると、電源等情報
の仮申込が完了となります。

◼ この段階では仮申込のため、「電源等情報審査画面」より申込を完了してください。

◼ 様式を6ファイル以上アップロードする場合は、仮申込完了後の画面にて 「提出書類追加」ボタンからアップロードして
ください。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」



42

＊＊＊＊電源等情報審査画面のキャプチャ＊＊＊＊

登録したい電源等情報の「選択」ボックスにチェックを入れて「申込完
了」ボタンをクリックします。

仮申込となっている電源等情
報を検索し、申込みを完了し
てください。チェックを入れ、画面下の「申込完了」をクリック

2.2 電源等情報の登録⑪
仮申込となっている電源等情報の申込完了方法

◼ 「電源等情報審査画面」にて仮申込のステータスとなっている電源等情報を検索の上、申込を完了させてください。

対象業務 「3.1.1 電源等情報の登録申込」
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G列：広域使用欄 H列：広域使用欄

電源等情報登録様式(2024年度長期脱炭素電源オークション向け) 総合審査結果

基本情報 1 容量オークション区分 - 長期脱炭素電源オークション
2 容量を提供する電源等の区分 - 安定電源
3 制度適用開始年度 年度
4 事業者名（コンソーシアムの場合は代表企業の事業者名） -
5 事業者コード -
6 電源等の名称 -
7 電源等識別番号 -
8 受電地点特定番号 -
9 系統コード -
10 エリア名 -

詳細情報 11 号機単位の名称 -
12 号機単位の所有者 -
13 新設・リプレース等/既設火力の改修の区分 - 新設・リプレース等
14 電源種別 - 既設の原子力の安全対策投資
15 混焼率 %
16 設備容量(発電端) kW
17 所内消費に供出する容量 kW
18 自家消費に供出する容量(ベース分) kW
19 設備容量(送電端) kW
20 自家消費に供出する容量(変動分) kW
21 自己託送に供出する容量 kW
22 特定供給に供出する容量 kW
23 特定送配電事業者に供出する容量 kW
24 本オークションの参加要件を満たさない発電容量 kW 1
25 FIT/FIPに供出する容量 kW
26 本オークションに参加可能な設備容量(送電端) kW
27 供給力提供開始時期 YYYYMM
28 調整機能の有無 -
29 発電用の自家用電気工作物(余剰の該当有無) -
30 FIT/FIP認定ID - -
31 特定契約の終了年月 YYYYMM -
32 相対契約上の契約変更締切期間 YYYYMM -

備考（不合格理由等）情報分類 # 項目 単位 「参加登録申請者記入」シートからのデータ連携欄 広域機関審査結果

2.2 電源等情報の登録⑫
電源等情報の審査結果の確認方法

◼ 電源等情報の審査結果は、合格、条件付き合格、不合格の3種類に分かれます。
➢ 合格：必要な情報が正しく登録・提出されており、本オークションの参加要件を満たし、かつ証憑類の漏れや不備がない。

➢ 条件付き合格：必要な情報が正しく登録・提出されており、本オークションの参加要件を満たすが、一部証憑類が合理的な理
由により未提出である（追って証憑提出が必要となります。その際は、マニュアル3.2電源等情報の変更を参照ください）。

➢ 不合格：必要な情報が正しく登録されていない、又は登録された情報が本オークションの参加要件を満たさない、あるいは必要
な証憑類が未提出である（電源等情報を修正して再登録が必要となります）。

◼ 電源等情報の審査結果は、本機関が審査結果を付記して容量市場システムにアップロードする「電源等情報登録
様式(D1)」にて確認してください。

◼ 電源等情報全体の審査結果と別に項目単位の審査結果も記入しますので、不備の内容等を確認してください。

1.電源等情報全体の審査結果（合格、条件付き合格、不合格）は、
本機関がアップロードする電源等情報登録様式(D1)上部の欄を確認し
てください。

2.電源等情報における項目単位の審査結果（合格、仮合格、不合格）を各行に記
載しているので、不備の内容等を確認してください。

3.審査結果（不合格）の場合、速やかに電源等情報の登録再申込を行ってください。

◼留意点
✓ 電源等情報の登録再申込にあたっては、不合格となった項目のみ修正が可能です。

対象業務 「3.1.2 電源等情報の登録通知書の受領（合格）」
「3.1.3 電源等情報の登録の審査結果の確認(不合格)」
「3.1.4 電源等情報の登録の再申込」
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2.2 電源等情報の登録⑬
同時落札条件付き電源の追加対応

◼ 同時落札条件付き電源の場合、電源等情報の審査合格後に採番された同時落札条件の相⼿先電源の電源等
識別番号を「電源等情報登録様式(D1)」の所定の箇所に追記し、再度容量市場システムにアップロードしてくださ
い（約定処理に必要となるためです）。

1. 同時落札条件の相⼿先電源が電源等情
報の審査に合格後、相⼿先電源の電源等
識別番号を追記してください。

2. 各電源等識別番号を追記後、再度電源等情
報登録様式(D1)を容量市場システムにアップ
ロードしてください。

参加登録者申請記入シート

対象業務 「3.1.2 電源等情報の登録通知書の受領（合格）」

※ なお、参加登録を行っている電源の電源等識別番号は、審査合格後に
本機関が入力するため、入力不要です。
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2.3 期待容量の登録①
期待容量登録業務の流れ

◼ 本節では、期待容量の登録業務について容量市場システム画面と合わせて説明します。（期待容量の変更業務は、
登録業務と⼿順が重複すること等に鑑みて本資料での説明対象からは割愛します）

第1章 はじめに
1.1 本業務マニュアルの構成
1.2 長期脱炭素電源オークションへの登録が可能な電源等
1.3 容量市場システムの利用に向けた事前⼿続き

第2章 事業者情報
2.1 事業者情報の登録⼿続き
2.2 事業者情報の変更⼿続き
2.3 事業者情報の取消⼿続き

第3章 電源等情報
3.1 電源等情報の登録⼿続き
3.2 電源等情報の変更⼿続き
3.3 電源等情報の取消⼿続き

第4章 期待容量
4.1 期待容量の登録⼿続き
4.2 期待容量の変更⼿続き

第5章 応札
5.1 応札準備
5.2 電源ごとの応札

第6章 容量確保契約
6.1 容量確保契約書の締結

Appendix

本業務マニュアル

本資料2.3の
説明対象

本資料では説明割愛
（業務マニュアルを参照く

ださい）

対象業務 「 4.1 期待容量の登録⼿続き」

事業者

広域
機関

ENDSTART

4.1業務名 期待容量の登録手続き

期待容量の
登録申込

期待容量の
登録申込の

受領

期待容量の
登録の審査結果の

確認(不合格)

受付締切
期待容量の
登録申込の

審査

期待容量の
登録の再申込

期待容量の
登録の審査結果の

確認(合格)

不合格

合格 期待容量の
登録

4.1.1 4.1.3 4.1.4 4.1.2

審査
結果

期待容量の
登録完了の

通知
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2.期待容量等算定諸元一覧は、「期待容量算定
諸元一覧」の箇所の「期待容量等算定諸元一
覧ファイル（追加）」欄の「ファイル選択」ボタンか
らアップロードしてください。

※「添付ファイル（追加）」欄の「ファイル選択」ボタ
ンではありませんのでご注意ください。

2.3 期待容量の登録②
期待容量の登録⼿順

◼ 本オークションの期待容量の登録では、本機関が指定する期待容量情報に係る期待容量等算定諸元一覧を容量
市場システムにアップロードする形で情報を登録してください。

◼ 上記に加えて、容量市場システム上にも必要な情報を別途入力してください（容量市場システム上の処理を進める
ための対応となります）。

期待容量登録
に係る登録様式

期待容量等
算定諸元一覧

1.期待容量情報登録申込画面の入力欄に、必要
な情報を入力してください。（p.51参照）

対象業務
「 4.1.1 期待容量の登録⼿続き」

3.アップロード後、期待容量情報登録申込画面の
様式に「期待容量等算定諸元一覧（安定電源
（純揚水・蓄電池を除く））」と表示されますが、
審査に影響しないため、そのまま後続の⼿続きを
行ってください。
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期待容量等算定諸元一覧には発電方式に応じた3種類のファイルがありますので、適切なファイルを使用して期待容

量を算定してください。

【応札年度2025年度向け 参加登録時の提出資料（当機関指定様式）】
https://www.occto.or.jp/market-board/market/youryou-system/youryousystem_sankatouroku/2025_long.html

◆安定電源

◼ 発電方式が蓄電池・揚水・長期エネルギー貯蔵システム以外の場合

「期待容量等算定諸元一覧（応札年度：2025年度）安定電源（蓄電池・揚水・LDES以外）」を使用しま

す。

◼ 発電方式が蓄電池・揚水・長期エネルギー貯蔵システムの場合

「期待容量等算定諸元一覧（応札年度：2025年度）安定電源（蓄電池・揚水・LDES） 」を使用します。

◆変動電源

◼ 発電方式が変動電源の場合

「期待容量等算定諸元一覧（応札年度：2025年度）変動電源」を使用します。

2.3 期待容量の登録③
発電方式に応じた期待容量等算定諸元一覧のファイル指定 対象業務

「 4.1.1 期待容量の登録⼿続き」

https://www.occto.or.jp/market-board/market/youryou-system/youryousystem_sankatouroku/2025_long.html
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※上記はイメージとして安定電源（揚水・蓄電池・LDES以外）を掲載

2.3 期待容量の登録④
期待容量の算定⼿順

◼ 期待容量等算定諸元一覧を本機関ホームページからダウンロードし、「各月の供給力の最大値」等の入力項目を入
力すると、期待容量が算出されます。

◼ 上記の期待容量を容量市場システムに登録してください。

期待容量の
登録時は入力不要

この欄に事業者名を入力

期待容量として容量市場
システムに登録
（上記項目を入力すると、
自動計算されます）

期待容量等算定諸元一覧には、整数値で入力して
ください（仮に、小数値で入力された場合においても、
算定処理は整数値で算定されます）。

対象業務
「 4.1.1 期待容量の登録⼿続き」

この欄に発電方式に
応じた項目を入力
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期待容量等算定諸元一覧
への入力方法等については、
必ずこちらをご確認ください。

2.3 期待容量の登録⑤
期待容量等算定諸元一覧への入力方法

◼ 期待容量等算定諸元一覧への入力方法等については、併せて公表している「(参考資料)期待容量等算定諸元
一覧作成についての補足説明（応札年度:2025年度）」を参照してください。
https://www.occto.or.jp/market-board/market/youryou-system/youryousystem_sankatouroku/2025_long.html

対象業務
「 4.1.1 期待容量の登録⼿続き」

https://www.occto.or.jp/market-board/market/youryou-system/youryousystem_sankatouroku/2025_long.html
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◼ 期待容量算定に使用した期待容量等算定諸元一覧は、容量市場システムにアップロードしてください。

2.3 期待容量の登録⑥
期待容量等算定諸元一覧のアップロード 対象業務

「 4.1.1 期待容量の登録⼿続き」

• 「期待容量等算定諸元一覧」は期待容量情報の登録時にアップロードしてください。
• ファイル名は「エリア_長期期待容量_電源等識別番号.xlsx」としてください。
（例：北海道_長期期待容量_0123456789.xlsx）
※ファイル名に以下の記号は使用できません。また、ファイル名は50文字以内となります。

! " # $ % & ' （ ） * + , / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ ` { | } ~ 〝 〟
※電源等識別番号はそれぞれの電源に付与された数字です。

同一の電源であっても、実需給年度により電源等識別番号は異なりますのでご留意ください。

• 期待容量等算定諸元一覧には、整数値で入力してください（仮に、小数値で入力された場合
においても、算定処理は整数値で算定されます）。

• 「期待容量等算定諸元一覧」又は「ビジネスプラン申請書」「期待容量等算定諸元一覧」の箇
所の「期待容量等算定諸元一覧ファイル（追加）」欄の「ファイル選択」からアップロードして
ください。

※「提出ファイル（追加）」欄の「ファイル選択」ボタンではありませんのでご注意ください。
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◼ 期待容量情報登録申込画面に、以下の必要項目を登録してください。

2.3 期待容量の登録⑦
容量市場システム画面への情報登録方法

【項目の読替えあり】・【本機関の指定情報】
実需給年度は、3025年度と入力してください。

【項目の読替えなし】・【事業者の実態情報】
電源等情報の電源等識別番号は、容量市場システムの「期待容量情報一
覧画面」の「期待容量情報一覧」に表示される数値を入力してください。

【項目の読替えなし】・【事業者の実態情報】
期待容量は、期待容量等算定諸元一覧で算出した値を入力してください。

対象業務
「 4.1.1 期待容量の登録⼿続き」
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［実行］をクリックすると、「仮申込」となります。
この状態では審査されないため、「期待容量情
報審査画面」より申込を完了してください。
（次頁参照）

2.3 期待容量の登録⑧
期待容量の申込完了処理（1/2） 対象業務

「 4.1.1 期待容量の登録⼿続き」

◼ 期待容量の登録申込の際、「実行」ボタンを押下すると、「仮申込」のステータスとなります。

◼ このステータスでは審査されませんので、必ず「申込完了」の⼿続きを実施してください。
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◼ 「仮申込」のステータスの情報は、期待容量審査画面にて「申込完了」の⼿続きが必要です。

2.申込完了のメッセージが表示されたことをご確認ください。
完了後、その旨のメールが届きます。

3.審査結果が「仮申込」から「申込済」に更新されます。

①対象の期待容量情報の選択欄[A]にチェックを入れて、
「申込完了」[B]を押下してください。
1.対象の期待容量情報の「選択」欄にチェックを入れて、

「申込完了」を押下してください。

2.3 期待容量の登録⑨
期待容量の申込完了処理（2/2） 対象業務

「 4.1.1 期待容量の登録⼿続き」
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参加登録・審査期間 概要

2025年10月14日（火）～ 2025年10月17日（金） 事業者情報の登録受付期間

2025年10月14日（火）～ 2025年10月22日（水） 事業者情報の審査期間

2025年10月20日（月）～ 2025年10月24日（金） 電源等情報の登録受付期間

2025年10月27日（月）～ 2025年12月09日（火） 電源等情報の審査期間

2025年12月10日（水）～ 2025年12月16日（火） 期待容量の登録受付期間

2025年12月17日（水）～ 2025年12月26日（金） 期待容量の審査期間

各段階で、
設定された期日
を守るようにして
ください。

2.3 期待容量の登録⑩
期待容量登録の審査後の⼿続きに係る留意点

◼ 期待容量の登録申込期日までに申込があった電源が審査対象となります。期日までに申込されていない場合は応
札ができませんのでご注意ください。

◼ 審査においては、提出書類及び入力情報に不備がないか確認します。

◼ 不備が判明した場合（不合格の場合）は、その都度通知します。

◼ 不合格となった場合、申込期日以降も再申込を受付けます(連絡が取れない等、本機関が不備解消の見込みがな
いと判断した場合を除く）。

◼ 合格の場合は、期待容量の登録受付期間終了後に通知します。

◼ 一度合格となった期待容量については、約定結果が公表されるまで変更はできません（合理的な理由があると本機
関が認めた場合を除く）。

対象業務 「4.1.2 期待容量の登録の審査結果の確認（合格）」
「4.1.3 期待容量の登録の審査結果の確認（不合格）」
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3.1 応札の⼿続
応札業務の流れ

第1章 はじめに
1.1 本業務マニュアルの構成
1.2 長期脱炭素電源オークションへの登録が可能な電源等
1.3 容量市場システムの利用に向けた事前⼿続き

第2章 事業者情報
2.1 事業者情報の登録⼿続き
2.2 事業者情報の変更⼿続き
2.3 事業者情報の取消⼿続き

第3章 電源等情報
3.1 電源等情報の登録⼿続き
3.2 電源等情報の変更⼿続き
3.3 電源等情報の取消⼿続き

第4章 期待容量
4.1 期待容量の登録⼿続き
4.2 期待容量の変更⼿続き

第5章 応札
5.1 応札準備
5.2 電源ごとの応札

第6章 容量確保契約
6.1 容量確保契約書の締結

Appendix

本業務マニュアル

本資料3の
説明対象

◼ 本節では、応札情報の登録業務について容量市場システム画面と合わせて説明します。（監視完了連絡、約定結
果の受領は事業者側で対応する業務が存在しないことに鑑みて本資料での説明対象からは割愛します）

事業者

広域
機関

ENDSTART

5業務名 応札

応札準備

期待容量等
算定諸元一覧の

審査及び
アセスメント

対象容量の確定

応札に係る
対応

応札価格
の審査

応札準備

5.1

電源ごとの
応札

5.2

応札情報の
共有と監視依頼

監視等委
応札情報

受領

落札結果の
公表・通知
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◼ 応札に係るスケジュールは以下のとおりです。

◼ 長期脱炭素電源オークション参加資格通知書は、応札受付開始期間の前営業日（2026年1月16日）までに
通知いたします。

◼ 応札情報（価格・容量）は応札の受付期間（2026年1月19日～1月26日）に登録してください。

◼ 応札に用いた期待容量等算定諸元一覧は応札容量を記入し、応札受付期間終了後（2026年1月27日～2月
3日）に登録してください。 ※期待容量登録時と同一の内容でも、上記期間に再度登録してください。応札には、
応札用のファイル名称に更新された期待容量等算定諸元一覧が必要です。

◼ 応札受付期間終了後に期待容量等算定諸元一覧に併せて、物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法を提
出してください。

◼ 約定結果の公表後、速やかに応札フォーマットを提出してください。

3.2 応札の⼿順①
応札に係るスケジュール

期間 概要

2026年01月16日（金） 長期脱炭素電源オークション参加資格通知書の通知

2026年01月19日（月） 応札 受付開始

2026年01月26日（月） 応札 受付終了

2026年01月27日（火） 「応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧」及び「物価・金利
変動等に伴う契約単価の補正方法」の登録 受付開始

2026年02月03日（火） 「応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧」及び「物価・金利
変動等に伴う契約単価の補正方法」の登録 受付終了

2026年度 約定結果の公表、応札フォーマットの提出
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◼ 期待容量の算定に用いた期待容量等算定諸元一覧を容量市場システムからダウンロードし、「提供する各月の供
給力」を入力すると、応札容量が算出されます。この応札容量を容量市場システムに登録してください。

◼ また、希望する制度適用期間を20年以上の整数値で入力してください。

3.2 応札の⼿順②
応札容量の算定⼿順

※上記様式は例として安定電源（揚水・蓄電池・LDES以外）を掲載

期待容量の
登録時に入力済
（変更不可）

この欄に入力
（1kW単位の整数値）
※各月の供給力の最大値を上限に、任意
の値を入力してください。
なお、この値がアセスメント対象容量になりま
す。

応札容量として容量市場システム
に登録（提供する各月の供給力への入
力で、自動計算されます）

この欄に入力
（1年単位の整数値）
※20年以上の整数値を入力してください。

対象業務「5.1 応札準備」
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◼ 応札情報登録画面に、必要項目を登録してください。

3.2 応札の⼿順③
応札容量及び応札価格の登録⼿順

【項目の読替えなし】・【事業者の実態情報】
電源等情報の電源等識別番号は、容量市場システムの「期待容量情報一
覧画面」の「期待容量情報一覧」に表示される数値を入力してください。

【項目の読替えなし】・【事業者の実態情報】
応札容量は、期待容量等算定諸元一覧で算出した値を入力してください。

「確認」を押下した後、次画面で「実行」を押下
すると登録が完了します。

【項目の読替えあり】・【本機関の指定情報】
実需給年度は、3025年度と入力してください。

【項目の読替えあり】・【本機関の指定情報】
容量オークション区分は、容量市場システムの仕様上メインオークションを選
択してください。

【項目の読替えなし】・【事業者の実態情報】
応札価格の単位は[円/kW/年] （税抜き）です。

対象業務「5.2 電源ごとの応札」

2024年度からの変更点
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◼ 下記画面が表示されたら応札情報の登録完了となります。

◼ 応札情報の登録期間終了後には、期待容量等算定諸元一覧及び物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方
法を登録する必要がありますので、 本資料p.61～p.66を参照してください。

3.2 応札の⼿順④
応札情報の登録完了の確認

応札情報の登録後であっても、応札の受付期間中であれば、
応札情報（価格・容量）の変更・取消が可能です。

なお、応札情報の登録完了をもって、容量確保契約の申込み
を行ったものとみなし、落札された電源は本オークションの約定
結果の公表日において、本機関との間で容量確保契約が成立
します。

対象業務「5.2 電源ごとの応札」
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登録項目

対象業務「5.2 電源ごとの応札」

◼ 本年度より物価・金利変動等に伴う契約単価の補正にあたり、応札価格に含まれる費用ごとの補正要否などを記
載する物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法の提出を求めます。

◼ 応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧の提出期間に併せて、物価・金利変動等に伴う契約単価の補
正方法を提出してください。

◼ 物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法は提出期間終了以降は変更できません。

3.3 期待容量等算定諸元一覧等の登録①
物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法の登録方法

■ 物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法としての登録項目

費用項目

資本費

運転維持費

資本コスト

可変費

登録項目

全電源共通の登録項目 可変費の補正を選択した場合の登録項目

補正要否

資本費の補正要否を入力

運転維持費の補正要否を入力

資本コストの補正要否を入力
※建設工事費デフレーターによる補正と金利による補正の要否
を2か所選択

可変費の補正要否を入力
※水素・アンモニア専焼/混焼、CCS付火力のみ選択可能
※補正に用いる貿易統計価格の燃料種(LNG/石炭)も選択

備考

契約単価
全体

登録不要
資本費・運転維持費・資本コスト・可変費の
すべての補正が不要の場合は、
契約単価全体の補正が自動選択

対象

水
素
・
ア
ン
モ
ニ
ア

Ｃ
Ｃ
Ｓ
付
火
力

備考

水素・アンモニア
の種別

補正の種別

天然ガス
価格指標

天然ガス/水
素・アンモニアの

調達国

情報項目

貯留対象国

貯留方法

グレー・ブルー/グリーンを入力

グレー・ブルーを選択した場合のみ
マーケット連動/エスカレ補正を入力

マーケット連動を選択した場合のみ
HH/ブレントを入力

天然ガス/水素・アンモニアを調達
する国・地域を入力

海外貯留を選択した場合のみ
貯留する国・地域を入力

国内貯留/海外貯留を入力

提出期間以降は制度適用期間終了年度まで、物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法(登録項目)は変更不可

2024年度からの変更点
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◼ 期待容量等算定諸元一覧及び物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法は、容量市場システムにアップロー
ドしてください。

3.3 期待容量等算定諸元一覧等の登録②
期待容量等算定諸元一覧等のアップロード

• 物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法は、「提出書類一
覧」の箇所の「添付ファイル（追加）」欄の「ファイル選択」ボタンか
らアップロードしてください。

• 期待容量等算定諸元一覧は、「期待容量等算定諸元一覧」の
箇所の「期待容量等算定諸元一覧（追加）」欄の「ファイル選
択」ボタンからアップロードしてください。

◼ 留意点
✓ 期待容量の登録時に提出した期待容量等算定諸元一覧は削

除しないでください。
✓ 期待容量の登録時に応札容量が記載された期待容量等算定

諸元一覧を提出している場合も、再度提出してください。
✓ 期待容量の変更は認められません。

対象業務「5.2 電源ごとの応札」

応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧受付期間：
2026年1月27日～2月3日

2024年度からの変更点



63

◼ 期待容量の登録時に提出した期待容量等算定諸元一覧のファイルと区別できるよう、応札容量の算定に用いた期
待容量等算定諸元一覧のファイル名は、必ず、「エリア_長期応札容量_電源等識別番号.xlsx」としてください。

◼ 物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法のファイル名は「物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法_電
源等識別番号.xlsx」としてください。

3.3 期待容量等算定諸元一覧等の登録③
期待容量等算定諸元一覧提出時のファイル命名規則

■期待容量等算定諸元一覧

例）東京_長期応札容量_0123456789.xlsx

■物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法

例）物価・金利変動等に伴う契約単価の補正方法
_0123456789.xlsx

エリア 「○○○○kW」等
を記載しないでください

対象業務「5.2 電源ごとの応札」

電源等識別番号

電源等識別番号
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◼ 期待容量登録時と同様に、「仮申込」から「申込完了」への処理を行ってください。

3.3 期待容量等算定諸元一覧等の登録④
期待容量等算定諸元一覧の申込完了⼿順

対象の期待容量情報を検索し、「選択」欄にチェックを入れて、
「申込完了」を押下してください。

対象業務「5.2 電源毎の応札」



65
3.3 期待容量等算定諸元一覧等の登録⑤
期待容量等算定諸元一覧の登録に係る注意事項（1/2）

期待容量等算定諸元一覧登録におけるよくある間違い

① 以前登録していた期待容量等算定諸元一覧を削除してしまう。
→期待容量等算定諸元一覧は、以前に登録していただいたものも、応札業務の中で参考にすることが
ございます。そのため、間違って登録してしまった場合を除いて、一度登録した期待容量等算定諸元一
覧は削除しないでください。

② 最新の期待容量等算定諸元一覧で、期待容量登録時に提出したものを更新してしまう。
→期待容量登録で登録いただいた期待容量等算定諸元一覧を更新してしまうと、正しく期待容量と
応札容量の審査ができないため、応札容量の登録においては、更新ではなく新しいファイルとして登録
してください。

③ 期待容量登録時から、期待容量を変更して登録してしまう。
→期待容量は、定められた期日を過ぎると変更できません。誤って期待容量を変更した場合は応札容
量の審査や期待容量等算定諸元一覧の再提出に時間を要するため、応札できない恐れがあります。

対象業務「5.2 電源ごとの応札」

◼ 以下に期待容量等算定諸元一覧の登録において、間違いやすい事例と注意事項を示しますので、登録の際はご
注意ください。
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3.3 期待容量等算定諸元一覧等の登録⑤
期待容量等算定諸元一覧の登録に係る注意事項（2/2）

④ 期待容量登録時に入力したセルの値を変更してしまう。
→期待容量登録時に入力するセルと、応札にて入力するセルは異なります。業務マニュアルを参考に、
入力項目を間違えないようにご注意ください。

⑤ ファイル名を指定のもの以外で提出してしまう。
→ファイル名はかならず『エリア名_長期応札容量_電源等識別番号.xlsx』の形式としてください。
以下のようなものは認められません。

• 『東京火力1号』等のように、発電事業者、容量提供事業者において使用している電源等の
固有名称では登録できません。

• 『03_長期応札容量_0123456789.xlsx』等のように、エリア名は数字ではなく、必ず日本語
で入力してください。ファイル名において数字が認められているのは電源等識別番号だけです。

• 『東京_10,000kW_0123456789.xlsx』といったように、ファイル名に応札容量を記載しないで
ください。ファイル名の「長期応札容量」は文字のまま記載してください。

対象業務「5.2 電源ごとの応札」

◼ 以下に期待容量等算定諸元一覧の登録において、間違いやすい事例と注意事項を示しますので、登録の際はご
注意ください。
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◼ 本オークションは2025年度実施ですが、容量市場システムの仕様により実需給年度に「3025」年度と表記されます。

◼ 同じく、長期脱炭素電源オークション参加資格通知書の発行通知メール及び通知書（本紙）のオークション種別が
「メインオークション」と表記されますが「長期脱炭素電源オークション」に読み替えてください。

3.4 応札における留意点①
長期脱炭素電源オークション参加資格通知書受領の留意点

長期脱炭素電源オークション参加資格通知書（本紙）
容量市場システムから通知される長期脱炭素電源オークション

参加資格通知書発行通知メール文面

本オークションは2025年度実施ですが、容量市場システム
の仕様により実需給年度が「3025」年度と表記されます。

容量市場システムの仕様上、オークション種別が「メインオークション」と
記載されますが「長期脱炭素電源オークション」に読み替えてください。

対象業務「5.1 応札準備」

30 30
●●

●●
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3.4 応札における留意点②
応札価格の監視方法について

◼ 「長期脱炭素電源オークションの監視について（応札年度：2025年度）」
（2025年9月19日 長期脱炭素電源オークション（応札年度：2025年度）制度詳細説明会資料
電力・ガス取引監視等委員会作成）より引用
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3.4 応札における留意点③
応札フォーマットの提出について

◼ 「長期脱炭素電源オークションの監視について（応札年度：2025年度）」
（2025年9月19日 長期脱炭素電源オークション（応札年度：2025年度）制度詳細説明会資料
電力・ガス取引監視等委員会作成）より引用
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◼ 約定結果を受領したのち速やかに本機関に応札フォーマットを提出してください。

3.4 応札における留意点③
応札フォーマットの提出⼿順 対象業務

「 5.2.10 本機関への応札フォーマットの提出」

2024年度からの変更点

• 応札フォーマットは、「提出書類一覧」の箇所の「添付ファイル（追
加）」欄の「ファイル選択」ボタンからアップロードしてください。

※ 約定結果を受領したのち速やかに、監視等委から監視終了の連絡
を受けた応札フォーマットを提出してください

※ 応札フォーマットのファイル名は「応札フォーマット_電源等識別番
号.xlsx」としてください
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◼ 「長期脱炭素電源オークションの監視について（応札年度：2025年度）」
（2025年9月19日 長期脱炭素電源オークション（応札年度：2025年度）制度詳細説明会資料
電力・ガス取引監視等委員会作成）より引用

3.4 応札における留意点④
応札価格の監視結果について
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◼ 応札価格の修正を行う場合、本機関からの応札価格の修正依頼に基づき、本機関への応札価格の修正連絡を電
力・ガス取引監視等委員会からの監視終了連絡受領日から14日以内に完了してください。

◼ 応札価格の見直しにより投資回収が困難と判断した場合、本機関からの応札の取下げ依頼に基づき、本機関への
応札の取下げ連絡を電力・ガス取引監視等委員会からの監視終了連絡受領日から14日以内に完了してください。

3.4 応札における留意点⑤
応札価格の修正及び応札の取下げに係る⼿続き方法

※1 応札価格に変更がある場合は、本機関（下記）にメールで連絡してください。
応札価格に変更がない場合は連絡不要です。
容量市場応札・契約管理窓口【長期】：youryou_sys_training1@occto.or.jp

【応札価格の修正及び応札の取下げに係る⼿順】

応札価格
の修正

マイルストーン

監視等委に
よる監視終了

事業者

監視等委

本機関

応札の
取下げ

事業者

監視等委

本機関

※すべての電源の監視終了まで繰り返し

応札情報
の監視

応札情報
の監視

応札価格の
修正要否

応札価格の
修正要否

監視結果
の連絡

監視結果
の連絡

監視結果
の連絡受領

監視結果
の連絡受領

応札価格の
再算定・再提出

応札情報
の監視

応札価格の
修正要否

監視完了
連絡

事業者の
応札情報の修正

取下げ電源の
除外

応札の
取下げ申込

監視完了
連絡の受領

監視完了
連絡の受領

修正
必要

修正
不要

修正
必要

修正
不要

応札価格の
修正連絡※1

応札の取下げ
申込受領

監視完了
連絡

監視完了
連絡の受領

：監視等委からの連絡受領後14日以内に実施してください

END

START

END

START

監視完了
連絡の受領

応札価格の
修正依頼受領

応札価格の
修正依頼

応札の
取下げ依頼

応札の取下げ
依頼受領

応札の
取下げ連絡※1

修正
不要

修正
必要

mailto:youryou_sys_training1@occto.or.jp
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◼ 応札価格の監視結果を踏まえて応札価格を修正した場合、約定処理には修正前の応札情報登録時の応札価格
を利用し、落札後の契約単価算定には修正後の応札価格を利用します。

3.4 応札における留意点⑥
応札価格の修正に係る留意点

※1 同時落札条件によって紐付けられた電源の応札価格は、最も応札価格が高い電源の応札価格と同等とみなし、約定処理を行います。
※2 応札価格は落札後の契約単価算定に用いる約定単価として利用します。
※3 応札受付期間終了時に容量市場システムに登録した応札価格になります。
※4 応札価格修正及び応札取下げ可能期間に容量市場システムに再登録した応札価格になります。

落札/非落札
電源の判定

（約定処理）
※1

契約単価の算定
※2

修正なし
（監視等委からの指摘なし）

応札情報登録時の応札価格

修正あり
（監視等委から応札に含めるこ
とができない金額の指摘あり）

修正前の応札価格
※3

修正後の応札価格
※4

監視等委の監視結果を踏まえた応札価格の修正有無

応
札
価
格
の
利
用
先
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第1章 はじめに
1.1 本業務マニュアルの構成
1.2 長期脱炭素電源オークションへの登録が可能な電源等
1.3 容量市場システムの利用に向けた事前⼿続き

第2章 事業者情報
2.1 事業者情報の登録⼿続き
2.2 事業者情報の変更⼿続き
2.3 事業者情報の取消⼿続き

第3章 電源等情報
3.1 電源等情報の登録⼿続き
3.2 電源等情報の変更⼿続き
3.3 電源等情報の取消⼿続き

第4章 期待容量
4.1 期待容量の登録⼿続き
4.2 期待容量の変更⼿続き

第5章 応札
5.1 応札準備
5.2 電源ごとの応札

第6章 容量確保契約
6.1 容量確保契約書の締結

Appendix

4.1 容量確保契約書の締結に係る⼿続
容量確保契約書締結の流れ 対象業務 「6.1 容量確保契約の締結⼿続き」

◼ 本節では、容量確保契約書の締結業務について説明します。（容量確保契約の変更・取消業務は、登録業務と
⼿順が重複すること等に鑑みて本資料での説明対象からは割愛します）

本業務マニュアル

本資料4.1の
説明対象

事業者

広域
機関

ENDSTART

6.1業務名 容量確保契約書の締結手続き

容量確保
契約書
の作成

容量確保契約書
に係る承認通知

の受領

容量確保
契約書

の記名・押印・
送付

容量確保
契約書

の確認依頼

容量確保契約書
の記名・押印・

返送

修正
依頼

修正無

容量確保
契約書
の登録

6.1.1 6.1.2 6.1.3

審査
結果

容量確保
契約書

の締結結果の
公表

確認結果
の受領

容量確保契約書
の修正（必要時）
および修正内容の

確認依頼

容量確保
契約書
の承認

容量確保契約書
の記載内容の

確認および連絡



76
4.2 容量確保契約書の記載内容の確認
容量確保契約書の確認⼿順

◼ 落札後は、容量確保契約書を締結していただきます。
※コンソーシアムとして応札する場合には、代表企業が容量確保契約の申込みを行ったものとして、約定結果の公
表日において、代表企業と本機関との間で容量確保契約が成立します。

◼ 本オークションの落札電源を持つ事業者に対し、容量確保契約書の確認を依頼をします。容量市場システムを通じ
て容量確保契約書（本紙）と容量確保契約書（別紙）それぞれの記載内容に問題がないか確認してください。

対象業務
「6.1.1 容量確保契約書の記載内容の確認および連絡」

容量確保契約書（本紙）
容量確保契約書（別紙）

容量市場システムにおける容量確保契約書の確認（期待容量情報詳細画面）容量確保契約書の確認依頼

容量確保契約書の締結
✓ 約定結果の公表日に

おいて、本機関との容
量確保契約が成立

※コンソーシアムで応札
する場合は代表企業
と本機関で契約締結

契約書の確認依頼
✓ 本機関より落札事業

者へメールにて容量確
保契約書の確認を依
頼

1. 期待容量情報詳細画面の「添付ファイル一覧」よ
り容量確保契約書（本紙）と容量確保契約書
（別紙）を確認してください。

◼ 留意点
✓ 容量確保契約書（別紙）が複数ある場合はそのうち最

も小さい電源等識別番号が付与されている電源の「期
待容量情報詳細画面」にまとめて格納しています。
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4.2 容量確保契約書の記載内容の確認
容量確保契約書の確認ポイント

対象業務
「6.1.1 容量確保契約書の記載内容の確認および連絡」

容量確保契約書（本紙） 容量確保契約書（別紙）

1. 容量確保契約書（本紙）は事業者ごとに
作成されるため、事業者名の誤りがないか確
認してください。

2. 容量確保契約書（別紙）は電源ごとに作
成されるため、契約電源に係る情報や容量確
保契約金額に係る情報などに誤りがないか確
認してください。
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4.3 容量確保契約書の記名・押印・返送
事業者側での容量確保契約書の取り扱い

◼ 事業者にて容量確保契約書内容の確認が取れた場合、本機関で容量確保契約書（本紙）を印刷し、記名・押
印のうえ、登録された事業者住所に対して2部郵送します。

◼ 事業者は受領した容量確保契約書（本紙）に対して、記名・押印を行い、1部を事業者にて保管、1部を本機関
に返送してください。

◼ 返送する住所・宛名は以下としてください。
➢ 住所：〒100-6607 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー7階

➢ 宛名：電力広域的運営推進機関 需給計画部 容量市場センター 契約管理窓口

1.容量確保契約書（本紙）の甲の部分に記名・
押印を行ってください。

2.こちらは記名・押印を行った「記名日」を書き入れてください。
※なお、本マニュアルの「6.1.3 容量確保契約書の記名・押
印・返送」の定めにより、記名日とは別に、容量確保契約の
締結日は約定結果の公表日となります。

※記名・押印後は1部を事業者にて適切に保管し、1部を本機関に返送してください。

対象業務
「 6.1.3 容量確保契約書の記名・押印・返送」
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脱炭素化ロードマップ及び蓄電池に係る事業計画への
問合せはこちらのメールアドレスまでお送りください。

5.1 本オークションに関するお問合せ連絡先

◼ 本オークションに関するお問合せ連絡先は下記ページをご確認ください。
【容量市場に関するお問合せ連絡先】
https://www.occto.or.jp/market-board/market/otoiawase/otoiawase.html

◼ 参加登録以外に関するお問合せにあたっては、以下の点に留意してください。
➢ 問い合わせ内容はメール本文に記載

➢ 「事業者名・担当者名・連絡の取れる電話番号」をメール本文に明記

応札価格及び他市場収益の監視への問合せはこちら
のメールアドレスまでお送りください。

参加登録を含めた全般に係るお
問合せはフォームからお送りください。

https://www.occto.or.jp/market-board/market/otoiawase/otoiawase.html
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5.1 本オークションに関するお問合せ連絡先
<補足>登録申請における留意点

◼ 容量市場システムの過去のお問合せ等に関連して、以下の点についてもご留意ください。

項目 留意点

事業者コードの入力 間違った事業者コードによる事業者情報の登録申込については、審査で不合格となります。

口座番号の入力方法 ⚫ 口座番号が7桁よりも少ない場合は、先頭に「0」を入れて、7桁で入力してください。
⚫ 金融機関がゆうちょ銀行で口座番号が8桁の場合は、以下のゆうちょ銀行のサイトを参照の上、

7桁で入力してください。
記号･番号から振込用の店名・預金種目・口座番号への変換の公式－ゆうちょ銀行
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/koza/kj_sk_kz_furikomi_ksk.html#five-digits

クライアント証明書誤入力 クライアント証明書の情報に誤りがあるとログイン時にエラーとなります。

受電地点特定番号 受電地点特定番号は22桁になります。提出書類で、「先頭の0が記載されていない」「一部が0に置き
換わっている」等が無く、正しく記載されていることをご確認ください。

クライアント証明書の有効期限 クライアント証明書の有効期限切れが生じた場合は、容量オークションに応札できなくなりますので、有
効期限が切れる前に容量市場システムにログインのうえ、事業者情報の変更から新しいクライアント証
明書の内容を登録してください。

仮パスワードでのログイン（パス
ワード変更）

事業者情報が登録されると、容量市場システムへのログイン情報（管理者ユーザのユーザIDと仮パス
ワード）がメールにて送付され、初回ログイン時にパスワードの変更が必要になります。
仮パスワードの有効期限はログイン情報の通知日の翌々日まで（通知日を含めて3日間）となります
のでご注意ください。

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/koza/kj_sk_kz_furikomi_ksk.html#five-digits
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◼ 規定様式のない証憑については、以下の提出資料例もしくはサンプルを参考に準備し、提出してください。

# 規定様式のない証憑 提出資料例

1 接続検討回答書に係る証憑
•属地一般送配電事業者から接続検討が不要との回答を受領
した場合は、そのことがわかる書類

※ 接続検討回答書は規定様式あり

2
敷地条件による設備の設置制約を踏まえた最大限の回収率と
していることを示す説明資料

発電所の構内の図面等

3 常時系統エリアを確認できる書類 系統エリアを証する書類

4
自家消費、自己託送、特定供給、および特定送配電事業者
に供出する容量、並びに発電所から発生する熱を熱供給するこ
とにより減少する容量の証憑

当該容量を証する書類の写し

5.2 規定様式のない証憑
規定様式のない証憑の一覧（1/7）
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◼ 規定様式のない証憑については、以下の提出資料例もしくはサンプルを参考に準備し、提出してください。

# 規定様式のない証憑 提出資料例

5

事業計画書

応札事業者と発電設備の所有者の関係を
証する事業実施体制図

後述サンプル参照（p.89）

6
環境影響評価方法書に関する⼿続を開始し
たことを証する書類

以下のように、⼿続開始を証する書類
✓方法書⼿続を開始した旨が記載された事業者や関係地方

公共団体のウェブサイト画面を印刷したもの
✓方法書⼿続を開始した旨が記載された関係地方公共団体

の公報や広報紙のコピー

7 補助金の受領及びその額を証する書類
経産省から受領した価格差に着目した支援制度および拠点整
備支援制度に関する補助金の受領及びその額を証する書類の
写し

8
応札事業者と輸送貯留に係る契約書又は
覚書等を締結した事業者の関係を証する事
業実施体制図

後述サンプル参照（p.89）
※ 発電設備の所有者を輸送貯留に係る契約書又は覚書書

等を締結した事業者に読替え

5.2 規定様式のない証憑
規定様式のない証憑の一覧（2/7）
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◼ 規定様式のない証憑については、以下の提出資料例もしくはサンプルを参考に準備し、提出してください。

# 規定様式のない証憑 提出資料例

9

資金調達計画

電源の建設においてプロジェクトファ
イナンスを利用する電源の事業者名
義の誓約書

後述サンプル参照（p.90）

10
金融機関のプロジェクトファイナンス
の融資実績を証する書類

後述サンプル参照（p.91）

11
金融機関の関心表明書又はコミットメ
ントレター

金融機関から発行された関心表明書又はコミットメントレターの写
し

12 バイオマ
ス発電
設備に
係る

燃料調
達計画

国内の
森林に
係る木
質バイオ
マスを使
用する
電源

燃料の安定調達を確認できる書類
燃料調達事業者と発電事業者間の流通に係る二者間の売買契
約書又は覚書等、締結済みのものすべて

13 ライフサイクルGHGを確認できる書類
ライフサイクルGHGを確認できる基準に基づく認証等及び、ライフサイ
クルGHGの算定結果が基準値を下回ることを確認できる書類

5.2 規定様式のない証憑
規定様式のない証憑の一覧（3/7）
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◼ 規定様式のない証憑については、以下の提出資料例もしくはサンプルを参考に準備し、提出してください。

# 規定様式のない証憑 提出資料例

14

バイオマ
ス発電
設備に
係る

燃料調
達計画

輸入木
質バイオ
マス燃
料を使
用する
電源

燃料の安定調達を確認できる書類

原産国燃料調達事業者と国内の燃料調達事業者との売買契約
書又は二者間の覚書等
国内の燃料調達事業者(輸入)と発電事業者間の流通に係る事
業者間の売買契約書又は二者間の覚書等

15

「木材・木材製品の合法性、持続可能
性の証明のためのガイドライン」（林野
庁）に基づく合法性、持続可能性に関
する書類

「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライ
ン」（林野庁）に基づき、以下のいずれかの方法で証明書を取得
（１）森林認証制度及びCoC認証制度を活用した証明方法
（２）森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行
う証明方法
（３）個別企業等の独自の取組による証明方法

16 ライフサイクルGHGを確認できる書類
ライフサイクルGHGを確認できる基準に基づく認証等及び、ライフサ
イクルGHGの算定結果が基準値を下回ることを確認できる書類

17 農産物
バイオマ
ス燃料
を使用
する電

源

燃料の安定調達を確認できる書類

原産国燃料調達事業者と国内の燃料調達事業者との売買契約書
又は二者間の覚書等
国内の燃料調達事業者（輸入）と発電事業者の流通に係る事業
者間の売買契約書又は二者間の覚書等

18
持続可能性（合法性）が認証された
ことを証する書類

-

19 ライフサイクルGHGを確認できる書類
ライフサイクルGHGを確認できる基準に基づく認証等及び、ライフサイ
クルGHGの算定結果が基準値を下回ることを確認できる書類

5.2 規定様式のない証憑
規定様式のない証憑の一覧（4/7）
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◼ 規定様式のない証憑については、以下の提出資料例もしくはサンプルを参考に準備し、提出してください。

# 規定様式のない証憑 提出資料例

20

蓄電池に係る
事業計画

添付資料1 蓄電池に係る事業計画に記載した蓄電システムの見積書（有効
期限内のものに限る。セルを製造する国・地域も記載すること）

21
添付資料2 導入予定のリチウムイオン蓄電池のセル、モジュール、電池システム

のいずれかについてJIS C 8715-2又はIEC 62619により第三者
認証を取得していることの証明書

22

添付資料3 導入予定のリチウムイオン蓄電池のモジュール、電池システム、蓄電
システムのいずれかにおいて、JIS C 8715-2、JIS C 4441、
IEC62619、又はIEC62933-5-2（ただし、規格に規定の試験
を実施した場合に限る）の類焼試験に適合していることの第三者
機関による証明書、及び証明書に関わる資料（温度プロファイル、
試験時の写真等）

23
添付資料4 電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを２次利用し組み

込まれた蓄電システムの場合は、JETリユース電池認証等の第三
者機関による証明書等

24
添付資料5 NAS電池の場合は、類焼に関する安全性能に対する第三者評価

通知書等

25

添付資料6 導入予定の蓄電システムのモジュールを製造するメーカーが過去に
国内外に設置した定置用大型蓄電システムにおいて「発煙・発火」
に類する事故を起こしている場合は、当該モジュールメーカーより、
過去10年間の年間毎の事故件数と、主要な事故10件について
事故の原因と対策を示した資料

5.2 規定様式のない証憑
規定様式のない証憑の一覧（5/7）
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◼ 規定様式のない証憑については、以下の提出資料例もしくはサンプルを参考に準備し、提出してください。

# 規定様式のない証憑 提出資料例

26

蓄電池に係る
事業計画

添付資料7 ① 導入する蓄電システムが採用するすべての制御システムのセキュリ
ティに関する主要な構成製品（BMS, PCS, EMS等※）について、
「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）」に
おける★１（レベル１）を取得していることを示す適合ラベル

27

添付資料7 ② 制御システムのうち、IP通信機能を持たないためにJC-STAR 制度
の取得対象にならない機器を含む場合は、IPとのプロトコル変換を
行う機器を組み入れた構成等としてJC-STAR制度のラベルを取得
する。また、クラウド上に搭載されるためにJC-STAR制度の取得対
象にならない機器を含む場合等は、取得対象にならないことの根拠
を明示し、同等のセキュリティ対策を講じていることの説明資料

28
添付資料7 ③ 導入する機器とJC-STAR★１の取得対象機器と取得内容との整

合、セキュリティ対策を明示したシステム構成図

29

添付資料8 設置する土地の地権者、立地市町村や近隣（敷地境界線から
100m以内）の住民・事業者に対して行った説明会等を通して、
当該地権者・立地市町村（企業立地を担当する部署）・住民・
事業者に対して立地の是非について相談し、立地に関して支障が
生じていないことについて記載した資料（説明会の議事録等を含
む）
・既に土地の所有権を保有している等の理由から、地権者への説
明会等が不要となる場合には、保有する土地の権利書
・外部委託等により説明会等を実施する事業者と応札事業者が
異なる場合は、両者の関係を証する事業実施体制図

5.2 規定様式のない証憑
規定様式のない証憑の一覧（6/7）
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◼ 規定様式のない証憑については、以下の提出資料例もしくはサンプルを参考に準備し、提出してください。

# 規定様式のない証憑 提出資料例

30

蓄電池に係る
事業計画

添付資料9 採用予定のセル・モジュール・電池システム・蓄電システムのいずれ
かの製造、加工、販売等の事業を行う者が、廃棄物の処理及び清
掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理
法」）上の広域認定において、本事業で採用する予定のセル・モ
ジュール・電池システム・蓄電システムのいずれかについて認定を取
得していることの証憑

31

添付資料10 本制度における応札事業者から蓄電システム（広域認定を取得
している対象がセル・モジュール・電池システムである場合は、広域
認定を取得している対象に限る）について廃棄処分の依頼が当該
メーカーにあった場合には、それを拒まないことについて誓約する書類
（名宛人は応札事業者とする）

32
添付資料11 異常が発生した場合に、蓄電システムの早期復旧や原因解明が

可能な体制の内容について記載した資料

33
添付資料12 蓄電システムに異常が見つかった場合に備えて、代替する電池シス

テムの主要部品（蓄電池セル、PCS）を迅速に供給できる拠点の
内容について記載した資料

5.2 規定様式のない証憑
規定様式のない証憑の一覧（7/7）
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5.2 規定様式のない証憑
応札事業者と発電設備の所有者の関係を証する事業実施体制図のサンプル

◼ 以下の項目を確認できる証憑を準備してください。

＃ 項目名 備考

① 発電設備所有者の事業者名 -

② 発電設備所有者の住所 -

③ 応札事業者名 -

④ 応札事業者の住所 -

サンプル本証憑における確認項目

応札事業者と発電設備の所有者の関係が
わかるよう、図示（線や矢印で繋ぎ、関係
を記入する、枠線で囲む等）してください。
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5.2 規定様式のない証憑
事業者名義の誓約書のサンプル

サンプル本証憑における確認項目

＃ 項目名 備考

① 誓約事項 •以下の2点を誓約事項として記
載してください。
➢事業実施を自己資金で行う

ために必要な社内⼿続を経て
いること

➢外部（親会社等）からの資
金調達を一部又は全部の資
金の前提とする場合は、記載
事項の通り⼿続きを進めること

② 自己資本による調達予定額 -

③ 出資者の名称および出資比率 -

④ 資金調達方法 -

⑤ 調達先との検討状況 -

⑥ 今後必要となる⼿続 -

◼ 以下の項目を確認できる証憑を準備してください。

押印は任意
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5.2 規定様式のない証憑
金融機関のプロジェクトファイナンスの融資実績を証する書類のサンプル

◼ 以下の項目を確認できる証憑を準備してください。

サンプル本証憑における確認項目

＃ 項目名 備考

① プロジェクトファイナンスの融資
実績の件数

•任意のカテゴリ毎に融資実
績が分かる形で準備してく
ださい。
•サンプルのように、チェック
ボックス形式で概数を記載
いただいても構いません。

融資実績がわかるよう、任意に分類して頂
いて構いません。（個別件名は不要です）

押印は任意
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5.2 規定様式のない証憑
蓄電池に係る事業計画書 添付資料２

◼ 以下の項目を確認できる証憑を準備してください。

◼ 導入予定のリチウムイオン蓄電池について、セル、モジュール、電池システムのいずれかについてJIS C 8715-2又は
IEC 62619により第三者認証を取得していることの証明書

本証憑における確認項目

＃ 項目名 備考

① メーカー •導入予定のメーカーが受け
ている証憑であること

② 型式 •導入予定の型式であること

サンプル（IEC62619）
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5.2 規定様式のない証憑
蓄電池に係る事業計画書 添付資料３（1/2）

◼ 以下の項目を確認できる証憑を準備してください。

◼ 導入予定のリチウムイオン蓄電池のモジュール、電池システム、蓄電システムのいずれかにおいて、JIS C 8715-2、
JIS C 4441、IEC62619、又はIEC62933-5-2の類焼試験に適合していることの第三者機関による証明書、及
び証明書に関わる資料（温度プロファイル、試験時の写真等）

サンプル（IEC62619）本証憑における確認項目

＃ 項目名 備考

① メーカー •導入予定のメーカーが受けてい
る証憑であること

② 型式 •導入予定の型式であること

③ 燃焼試験結果 •試験結果に合格していること

④ 温度プロファイル •試験結果が確認できること

⑤ 燃焼試験状況 •試験状況が確認できること
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5.2 規定様式のない証憑
蓄電池に係る事業計画書 添付資料３（2/2）

◼ 以下の項目を確認できる証憑を準備してください。

◼ 導入予定のリチウムイオン蓄電池のモジュール、電池システム、蓄電システムのいずれかにおいて、JIS C 8715-2、
JIS C 4441、IEC62619、又はIEC62933-5-2の類焼試験に適合していることの第三者機関による証明書、及
び証明書に関わる資料（温度プロファイル、試験時の写真等）

サンプル（IEC62619）本証憑における確認項目

写真

温度グラフ

＃ 項目名 備考

① メーカー •導入予定のメーカーが受けてい
る証憑であること

② 型式 •導入予定の型式であること

③ 燃焼試験結果 •試験結果に合格していること

④ 温度プロファイル •試験結果が確認できること

⑤ 燃焼試験状況 •試験状況が確認できること
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5.3 FAQ
長期脱炭素電源オークションFAQ

◼ 本機関への問合せ内容や本オークションの公表資料に係る過去の意見募集をもとに作成した「長期脱炭素電源
オークションFAQ」を本機関HP「容量市場 FAQ」にて公表しています。

◼ 本オークションについて不明点がある場合は「長期脱炭素電源オークションFAQ」をご確認ください。

長期脱炭素電源オークションFAQの公表箇所※1

※1 本機関HP「容量市場 FAQ」https://www.occto.or.jp/market-board/market/youryou_FAQ.html

https://www.occto.or.jp/market-board/market/youryou_FAQ.html

